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カリエスリスク検査

研究会設立当時

私がサリバテスト*（Saliva Test, Orion Diagnostica）をはじめて知ったのは 1993年頃で

した．ブラッタール先生が来日し，そのセミナーで紹介されていて，これはいい検査キッ

トだと思いすぐに購入しました．しかし，臨床でどのように使いこなすかが理解できてい

なかったため，そのままとなっていました．その後，1995年に東京医科歯科大学卒後セミ

ナー（熊谷崇先生）でサリバテストの臨床での実践方法を知りました．歯科衛生士とのチ

ーム医療，規格性のある口腔内写真とともにサリバテストをカリエスリスク検査として活

用していることを知り，それまでのブラッシングだけの予防歯科から「見えないリスクを

知ることができる」新しい予防歯科の世界が拓けた思いがしたのを今でも憶えています．

「カリエスリスクを調べて，リスクを下げて，カリエスフリーを目指そう」これこそ新し

い科学的な歯科医療だ，これを自分の医院でも実践しないといけないと考え，1995年 8月

から臨床に導入しました．

この当時，私の地域の 3歳時う蝕有病者率は約 50%で，5

歳時は来院時にほぼ全員がう蝕がある状態でした．誰もが乳

歯列にう蝕があり，こどもの保護者に「このままでは永久歯

も確実にむし歯になります，なんとか永久歯をむし歯にしな

いように予防しましょう，そのためにはサリバテストを受け

てむし歯になる要因を調べて，その対策を立てましょう」と

毎日のように話していました．多くの保護者は，自分も歯で

苦労していたので，子どもはむし歯にしたくない，という気

持ちがあり，サリバテストの実施件数は増えていきました

（表 1）．

患者さんは自分の（保護者は自分のお子さんの）サリバテ

ストの結果についてとても関心を持って来院されますので，

食習慣アンケートやフッ化物の利用についての問診も含め

て，う蝕予防についてカウンセリングするにはよい機会で，

�

2012 年 9月 16・ 17日
太陽歯科衛生士専門学校

�

2012 年 10月 20・ 21日
秋葉原コンベンションホール

�

2012 年 11月 3・ 4日
太陽歯科衛生士専門学校

�

2012 年 11月 23・ 24日
太陽歯科衛生士専門学校

�

2012 年 12月 2日
日本歯科大学九段ホール

催しものご案内

重要なご案内

年 サリバテスト件数
1995 年 29
1996 年 85
1997 年 79
1998 年 126
1999 年 170
2000 年 149
2001 年 144
2002 年 179
2003 年 184
2004 年 190
2005 年 224
2006 年 115
2007 年 97
2008 年 52
2009 年 36
2010 年 33
2011 年 18
表 1 サリバテスト件数

認証ミーティングで，再びカリエスリスク検査の扱いが議論になった．サリバテストは，

「研究会」設立時のひとつのトピックスでもあり，その評価は繰り返し議論になったが，う

蝕治療のこれからを展望するために，改めて歴史的に振り返ってみることにした．
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効果的な時間を作ることができるようになりました．それま

でのブラッシング「指導」から，検査結果をもとにした「カ

ウンセリング」というスタイルに診療が変化したのは画期的

なことでした．

認証の基準として議論に

2003年 7月第 1回認証ミーティングを実施するにあたり，

運営委員の間で認証の基準について議論がなされました．認

証に必要なサリバテストの実施率について，はじめは 60～

70%を考えていたようですが，最終的に 30%となりました．

来院患者には急患も無歯顎の患者もいますので，60～ 70%と

すると，実際には来院する患者ほぼ全員に実施するというこ

ととなります．エックス線検査，口腔内写真，歯周組織検査

はほぼ問題ありませんでしたが，サリバテストについては，必

要性，妥当性，費用などの問題から議論となったようです．

私の医院は認証を目指していましたが，サリバテストの実

施率は約 26%，但し小児は 30～ 40%くらいだったと思いま

す．認証ミーティングで認証されましたが，実施率をあげな

ければという意識が働き，必要ないと思われるような成人の

方にもサリバテストを受けるように話していたのも事実です．

私の医院と同様に，多くの医院でサリバテストの実施件数が

増加し，それにともない，検査の意義，妥当性などが話題に

のぼるようになりました．

また，この数年前（1999年）に日本に紹介されたカリオグ

ラム（オーラルケア社）では，サリバテストの結果をもとに

「う蝕を避ける可能性」という患者さんに理解しやすい数値デ

ータを提供できるようになりましたが，この根拠は何か，本

当にそのような予測ができるのかということが話題になりま

した．

会員診療所データによるシンポジウム

このような背景から，2005年春のシンポジウムでは，会員

の医院のサリバテストデータを集積して評価することを企画

しました．この企画は，すべての臨床データをデータベース

で記録管理することを日常臨床で実施している医院が育って

きたことから可能になったという点で，とても画期的なこと

でした．しかし，データの取りまとめと分析については，必

ずしも順調にいったわけでなく，この点についてシンポジウ

ムでも議論になり，また，ブラッタール先生からも指摘を受

けました（ニュースレター Vol.8, no.2, p8-9を参照ください）．

このシンポジウムを通じて，カリエスリスクアセスメント

について，より広く理解する必要性とレーダーチャートでは

表せないリスクの重みの違いということが認識されるように

なったように思います．

私の医院での変化

この頃になるとフッ化物歯磨剤の普及にともない，乳歯の

う蝕も減少が顕著になってきました．私の医院でも，う蝕の

ない乳歯列の子どもの来院も目立つようになり，そのような

子どもにサリバテストを勧めるべきかどうか，という悩みが

出てきました．また，生活背景とう蝕の関連性も感じるよう

になってきました．すなわち，日常生活が安定し，健康管理

についての情報を保護者が知って実行できる家庭は，意識も

高くう蝕は多くありませんが，サリバテストの実施を勧める

と受け入れます．一方，すでにう蝕があり，私たちがサリバ

テストを行いたい人たちは，来院が途絶えたり，費用の問題

から治療のみを希望する傾向があり，カリエスリスクアセス

メントについて，その内容，実施方法を見直す必要がでてき

ました．

具体的には，

・リスクアセスメントをできるだけ費用を安く簡易に実施し

たい

・リスクは変化するものであり経年的に評価することが必要

この 2点でした．

認証基準の変更

2007年には，認証診療所の申請基準を変更しました．カリ

エスリスクアセスメントについては，

「メインテナンスシステムを確立する．目に見える指標とし

ては，定期的メインテナンスに必要な以下の検査と資料の管

理がほぼルーティンにできていること．ただし，この基準は

画一的ではなく，検査法やその内容は，診療形態の特性に応

じて適切な方法を選択するものとする」

として，サリバテストの実施率の条件は撤廃しました．

いつ，どのような内容を，実施すればいいか？

健康な歯を健康な状態で過ごせるようにする，また，う蝕

になってもう窩になる前の早い段階で発見して適切な治療を

行い，歯質を長期間保存するようにすることが，生涯にわた

る健康維持に大きく寄与することはコンセンサスができてい

ると思います．そのために，カリエスリスクアセスメントが

重要な意味を持つことについても異論はないと思います．し

かし，その実施時期，実施内容，その評価などについては，疫

学データ，社会的背景，医療保険での給付などさまざまなこ

とが絡んできます．

う蝕治療そのものが，従来型の切削中心の治療から，歯質

を長期間保存するマネジメント型治療へ変化していますが，マ

ネジメント治療の内容やアウトカムについては，現在，世界

的なコンセンサスづくりの段階といっていいように思います．



2012年 5月 29日から 31日まで，「Appropriate Caries Care for

the 21st Century!」というワークショップがアメリカで開催さ

れ，3日間にわたり，著名なう蝕研究者が集まり，う蝕治療の

臨床と教育について熱く議論されました．その様子がインタ

ーネット（http://templecmp.org/）で全プログラムの動画が公開

されています．

これを見てもわかるように，現時点で，カリエスリスクア

セスメントに「これがスタンダードだ」と言えるようなもの

はありません．各医院の状況に応じて実施するべきとだとい

えるでしょう．そして大事なことは，そのデータを蓄積して

評価できるシステムを作ることです．各医院の実施した結果

を集積することで，具体的な問題を議論し，よりよいものに

していくことが可能になります．この議論の場を作るのが私

たちの学会の役目だと考えています．

サリバテスト，リスクアセスメントといった考えを日本の

臨床医に広めたことは，日本ヘルスケア歯科学会（研究会）の

大きな成果だったと思います．しかし，リスクアセスメント

をやや重要視しすぎたように思います．今後は，臨床の基本

である，病変の早期診断として，歯面の視診による診査

（ICDAS），エックス線検査（XR）とカリエスリスク検査を総

合的に診断して，非侵襲的な治療からメインテナンスを継続

するというマネジメントシステムを日本で普及させる活動を

行っていきたいと考えています．幸いなことに，私たちの学

会で作成した ICDASフォトパネルは，海外でも高く評価され

て，Appropriate Caries Care for the 21st Centuryのワークショップ

で，Pitts先生が，日本の臨床医グループの取り組みとして，ス

ライドを提示していました．私たちの取り組みは，世界的に

も先進的なものであるとの自信をもって，広い視野で海外と

も交流を深めながら，よりよい臨床が行えるように様々な取

り組みをしていきたいと考えています．

＊サリバテストと文献的根拠
P. Axelssonの最初の翻訳書『臨床予防歯科の実践』

（1992年，エイコー）において，Dentocult-SM, Dentocult-

LB, Dentocultobuff STRIPな ど DENTOCULT ®（ ORION

DIAGNOSTICA AB，フィンランド）が，詳しいカラー写真
付きで紹介された．P. Axelssonは，この本のなかで，スウ
ェーデンでは，過去 10年間にう蝕罹患率が顕著に減少した
ため，集団の中からリスクの高い小児を確実に選び出すため
にリスク評価が必要になったと述べている．そして
Dentocult-SMが陽性（SM＞ 0）であることとプラーク形成
速度（PFRI）との相関を評価して，う蝕リスクを推定する
上で，この検査が有用であるとしている．プラーク形成速度
とは，PMTCの後 24時間後に再沈着したプラーク沈着歯面
数を計測したもので，SMのスコアとプラーク形成速度を組
み合わせてう蝕リスクを評価する方法を紹介している．
当時，モリムラの輸入関連会社であったエイコーは，これ

を輸入し，Saliva Testingと名付けて販売を始めていた．後
に，DENTOCULT ®は，Vivadent Schaan（リヒテンシュタ
イン）から販売されることになるが，DENTOCULT ®などの
検査結果によりカリエスリスク判定をする手法は，D.

Bratthallの著書（「カリエスリスク判定の手引き」1994年，

エイコー）で詳しく紹介された．ただし，この書籍は日本語
版のみで原著はなく，参考文献は掲載されていない．

D. Bratthallは，患者個別のう蝕関連因子をビジュアルに
例示するパソコンソフト「カリオグラム」をつくるが，その
カリオグラムに入力するデータの一部にサリバテストの結果
を用いる．1999年以降は，この「カリオグラム」の使用法
を説明した書籍（「カリオグラムマニュアル」1999年，オー
ラルケア）によって，サリバテストの普及が図られたが，実
際には「う蝕を避ける可能性」をビジュアルに例示する「カ
リオグラム」よりも，わが国ではう蝕関連因子を 8角形のレ
ーダーチャートで図示する方法が用いられた．「カリオグラ
ム」の有用性については，G. H. ペターソンにいくつかの論
文があり，その要約が翻訳紹介されている（「カリエスリス
クがわかる」2004年，オーラルケア）．
カリオグラムというリスク評価＝教育プログラムについて

の研究は多いが，サリバテストについての文献は少ない．定
期管理とリスク検査を使ったう蝕予防プログラムの有効性に
ついては，最近になって A. Ito（伊藤 中，元コアメンバー）
らが， Journal of Dental Research（2012.91-1）に原著論文
（How Regular Visits and Preventive Programs Affect Onset of

Adult Caries）を発表し，注目されている（次号で紹介）．
（秋元記）
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2012 年 9 月 10 日（月）よりホームページの会員用 ID
とパスワードを変更します．ただし，リニューアルしたホーム
ページでは会員頒布品の購入などパスワードが必要なところは
限定的です．
新 ID・パスワードは今回のニュースレター（Vol.15 no.4）

に「会員用 ID とパスワード変更のお知らせ」を同封いたしま
した．2012 年度会費をお振り込みいただいた会員の方へお
送りしています．

当会ホームページの会員用 IDとパスワード変更

事務局からの
お知らせ

● 会員登録内容の変更について

住所，電話番号，ファックス番号，e-mail アドレス，準会員
等の追加・変更がありましたら，事務局までファックスもし
くは e-mail でお知らせください．

Fax: 03-3260-4906
e-mail: center@healthcare.gr.jp
事務局は月曜日から金曜日までの午前9時 30分から午後5時 30分ま

でスタッフが常駐しています．お電話は時間内にお願いします
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今年で 10回目になる認証ミーティングが

7月 22日（日）に，東京八重洲ホールにて開

催されました．今回の特徴は，スタッフ数が

30名近く勤務している比較的大規模の関東圏

外から 4診療所，東京郊外の駅前診療所から

1診療所の合計 5診療所が認証合格へ向けて

チャレンジしました．

大規模の診療所でどのようにヘルスケア型

の診療スタイルを構築しているのかに，会場

に足を運んでいた方々の興味がそそがれてい

ました．私もその一人でした．

医療を何のために患者さんに提供している

のか？　リスク評価を何のためにしているの

か？

それぞれの診療所で取り組み方の違いはあ

りましたが，共通していることがひとつあり

ました．それは目の前にいる患者さんのため

に何ができるのか，でした．大規模だから小

規模だからとハード面にばかり着眼しがちで

すが，その根本にあることに着眼することが

大事なのだということを改めて認識すること

ができました．

ヘルスケア型というと予防中心の診療所の

比喩として用いられることがありますが，予

防をただ単に手段や方法と捉えずに，患者さ

ん一人ひとりに予防を取り入れていくことで，

患者さんの望む未来を一緒に考え，一緒に探

し，一緒に見つけていくことと，そのバック

ボーンになる患者さんの規格性のある資料を

構築していくことにヘルスケア型診療の極意

が隠されているように感じました．

認証診療所になることは決してゴールでは

ないはずです．それぞれの診療所が目指す理

想像の通過点に認証というかたちが存在する

ようになる必要があります．今後，日本ヘル

スケア歯科学会として認証診療所をどうある

べきかを考える時期にもなってきているよう

に感じます．

4 診療所を認証
第 10 回 認証ミーティング

森谷良行（コアメンバー）

健康を守り育てる歯科診療所として以下の 4診療所が認証されました．

医療法人正明会岩井歯科 （岩井正彦・愛知県江南市）

医療法人ふじわら歯科医院 （藤原夏樹・広島県広島市）

医療法人社団たるみ歯科クリニック（樽味寿・兵庫県宝塚市）

あめみや歯科医院 （雨宮博志・神奈川県秦野市）

岩井歯科

ふじわら歯科医院 たるみ歯科クリニック あめみや歯科医院 麻生歯科クリニック



7月 22日，認証ミーティングの後に行われ

た天野敦雄先生の特別講演で，とても興味深

い内容を聞くことができました．また，大変

面白くお話をしていただいて，笑いと学びで

いっぱいの 2時間でした．

歯周病の科学的病因論は，21世紀になって

様々なことが明らかになりました．これには，

1990年代半ば以降に，細菌検査法が格段に進

化して，少ない菌数であっても検出できるよ

うになり，歯周病菌について詳しく調べられ

るようになったことに一因があるそうです．

21世紀には，歯周組織や歯を再生していくこ

ともできるようになる可能性が大きく，未来

は明るいが，まずは足元の歯周病を克服して

いくことが大切だと教えていただきました．

歯周病は，2001年のギネスブックに『地球

規模で蔓延している人類史上最大の感染症』

として認定されたそうです．以下，講演の私

なりの要約です．

＊＊＊

歯周病罹患率と Pg菌

日本の歯科疾患実態調査によれば，50歳半

ば以降では 50%以上の罹患率となっていて，

他国ではカリエスと歯周病の罹患率は両方下

がっているのに，日本では歯周病の罹患率に

ついては減っていない．

歯周病細菌を 6つのグループに分類したも

ののうち，歯周病原性が高い Porphyromonas

gingivalis（以下 Pg菌）を含む 3つの菌を red

complexと呼ぶ．Pg菌は，歯周病菌の中でも

最も歯周病原性が強いとされ，その歯肉縁下

の菌数は歯周病の状態と相関があるとされる．

Pg 菌の感染

Pg菌の感染について，2000年ころまでは，

小学生の時に弱い歯周病原因菌に感染し，中

高生でもう少し病原性の強い菌に感染し，歯

周病適齢期に red complexに分類される強い

歯周病原性をもつ Pg菌に感染するものと考

えられていた．ところが 21世紀になって，細

菌検査法が進化によって red complexと呼ば

れる細菌は 10代の後半には口腔内に定着して

いることが分かった．

Pg菌の定着時期を調べてみると，12歳ま

での小児では 0.7%，15 歳までの小児では

2.2%しか口腔内に見つからない．これは，菌

が定着できるような歯周ポケットすなわち，

生育の場がないためと考えられる．その後，

20歳前後にはその人の口腔内の菌叢が決ま

る．

むし歯菌の感染経路はある程度分かっている

が，歯周病菌の感染経路は，空気感染ではな

く，唾液感染であるという以外よく分かってい

ない．細菌検査をしてみると家族からの感染は

50%に満たない．

Pg 菌と歯周病は発症

20歳前後に歯周病菌が住み着くが，20歳前

後では歯周病の人は少ない．では，どうやっ

て歯周病は発症するのか？

Pg菌が増殖するためには，栄養素として鉄

分が必要である．ポケットからの出血がある

と，Pg菌は血液の中のヘモグロビンの鉄分を

得て，数千～数十万倍に増殖する．

歯周病の発症は，まずは歯周病菌の感染が

あり，歯周組織との間に均衡が保たれている

内は発症しない．だが，プラークの蓄積や歯

周組織の抵抗性の低下などにより，バランス

が崩れると，上皮バリアが壊れてポケット内
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大阪大学　天野敦雄教授の講演を聞いて
上田康弘（草加市開業）
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6 診療室の目標 4 新たなう蝕・歯周病の発症をコントロールし，70 歳時の平均欠損歯数を 5歯以下にする

に潰瘍面が作られ，出血を起こし，歯周病菌

に鉄分・栄養分が供給され，Pg菌の増殖が始

まる．そうなることで，病原性の高いバイオ

フィルムに変化し，歯周病が発症する．

上皮細胞は潰瘍面の修復を図るが，Pg菌が

細胞内に侵入して細胞遊走を阻害するので，

細胞が動けなくなり，潰瘍面の修復ができな

くなってしまう．

よって，歯周治療の当面の目標は Pg菌を

減らすこと．減らすことができれば，歯周病

は治っていく．

歯周病の進行度を示す BOP

では臨床的な歯周治療の指標は何か？　歯

周ポケットからの出血をなくすこと！　BOP

をなくしていくことである．

歯周病の進行度を示す指標として，BOPを

上回るものはない．BOPがマイナスになると，

歯周病菌が飢餓状態（鉄欠乏）に陥る．する

とプラーク細菌叢が健康状態に戻る．その結

果，歯周組織も健康になる．ただし，細菌叢

の変化を防ぐためにはメインテナンスが必要

である．

また，歯周基本治療でプラークを減らせば，

プラーク細菌叢が健康状態に戻り，歯周病も

改善する．やはり歯周基本治療が大切である．

歯周外科やインプラントや歯周補綴も，プ

ラークコントロールが良くならなければ，や

らない方がいいと考えられる．プラークコン

トロールが悪いと，すぐに周囲組織の状態は

悪くなってしまい予後はよくない．

免疫と組織破壊

歯周病は，日和見感染で免疫力が落ちたと

きに発症すると思われてきたが，免疫力が落

ちて発症するのかというとそれは違う．免疫

と歯周病菌の戦いが歯周組織を舞台に繰

り広げられ，困ったことに，この戦いに

終わりはない．病原性の高いバイオフィ

ルムに対して，自然免疫や獲得免疫でサ

イトカインを嵐のように繰り出すが，そ

の免疫作用が原因となって歯周組織が破

壊されていく．免疫が衰えて歯周病にな

るのではなく，バイオフィルムの慢性刺

激でコントロール不能となって，免疫が

暴走して組織破壊が起こるのである．

歯周病は，歯周病の活動期には，じわじわ

と骨吸収が進んでいる．サイトカインが出て

いると，破骨細胞が活性化されて骨は吸収さ

れていく．

骨芽細胞は，破骨細胞もコントロールして

いる．しかし，炎症が起きていると，そのコ

ントロールのバランスが崩れて，破骨細胞の

活動が骨芽細胞より活発になり骨吸収が起き

る

プラークの量からプラークの質へ

すべての患者さんに同じ歯周病治療をして

いないだろうか？

昔はプラークの量を問題にしていた．しか

し今は，その中身が問題であることが分かっ

てきた．

・有害な Pg菌の種類

Pg菌にも種類があって，歯周病の人の 90%

から II型の Pg菌が検出される．健康な歯ぐき

からは I型が多く検出され，II型の Pg菌は 2%

しか検出されなかった．つまり I型の Pg菌で

あれば，深刻な歯周病を引き起こす可能性は

低いが，II型の Pg菌ではその可能性が高い．

歯周病の発病に関する喫煙習慣のオッズ比

は 4.75であるが，II型の Pg菌が存在すると

44.44となる．つまり II型の Pg菌がいること

は，タバコを吸っていることに比べて，10倍

近いリスクがある．歯周病の細菌検査を行っ

ておくと，細菌型によるその人の歯周病リス

クが分かる．ミロクメディカルラボラトリー，

BMLといった会社に依頼すれば，Pg菌の型

を判定してくれる．

なぜ，メインテナンスが必要なのか？

なぜ，メインテナンスが必要なのか？　そ

れは，歯周病は完治しないから．

歯周ポケットの下のバイオフィルムによっ

て守られている菌は，薬や抗体からも守られ

ている．抗菌剤を投薬しての歯周病の治療効

果はあるが，きちんと歯周治療が行われてい

ることが前提で，すべての歯周病菌や特定の

歯周病菌をやっつけることは不可能．一時的

に菌を減らすことはできても，また増えてく

るので，プラークコントロールとメインテナ



ンスが大切である．また耐性菌の問題もある

ので，抗菌剤を使用しての歯周治療は慎重に

行うべきである．

歯周病が完治しない理由の 2番目は，歯周

病菌が歯周ポケット内に存在しているだけで

なく，組織内部さらに歯肉や頬粘膜の細胞の

中に入り込んでいるためである．そうなると

歯周病菌を，除去することは不可能．これは，

この数年で分かった事実である．

病原性の低い Pg菌や，歯周病になりにく

い人は Pg菌が歯肉細胞に入ってきても免疫

作用で分解してやっつけることができるが，

病原性の高い Pg菌や歯周病になりやすい人

は侵入した菌を分解することができずに，細

胞内に寄生され，また細胞から排出された菌

は，他の歯肉細胞に感染を繰り返していく．

ただ，歯周病菌は侵入した細胞内でそれほ

ど増殖することはない．増殖するのはバイオ

フィルムの中の細菌叢なので，治療対象はバ

イオフィルム内の歯周病菌である．ちなみに，

歯を抜いて無歯顎になれば Pg菌も歯周ポケ

ットという生息の場がなくなるのでいなくな

ってしまう．

歯周治療において，肉芽組織は取り除くの

が，細菌学的には正しい対応である．ただし，

肉芽組織の除去には歯肉退縮の問題がある．

歯周病と生活習慣病のかかわり

歯周病と生活習慣病が密接に関係している

のは事実である．すべての歯に深さが 5ミリ

の歯周ポケットがあるとすると，その潰瘍面

の面積は合計 72cm2．これは手のひらと同じ

くらいの大きさである．

Pg菌はこの潰瘍面から血流に乗って全身に

回り，心疾患や動脈硬化，早産，低体重児出

産，糖尿病といった疾患に影響を与えている．

治療の 1つのゴールは口臭

生理的口臭と歯周病による口臭との違いは，

生理学的口臭は硫化水素（卵が腐った臭い）

が 1番の原因で，舌苔や歯垢に産生菌がいる

のに対し，歯周病による口臭はメチルメルカ

プタン（野菜が腐った臭い）の濃度が高い．

この 2年くらいで，口臭の VSC（揮発性硫

黄化合物）が歯周病を悪化させることが分か

ってきた．そのうちメチルメカプタンは毒物

指定されているガスで，毒性は青酸ガスに匹

敵し，歯肉細胞の増殖・成長を抑制する．ま

たプロスタグランジンの産生を促進して，炎

症を亢進させる．

メチルメルカプタンはポケット内面の治癒

を阻害しているのではないかと疑われており，

歯周病菌の出す毒素よりも，歯周病を進める

原因ではないかと考えられ，研究が進められ

ている．

歯周病の 1つのゴールとして，口臭の改善

があるのではないかと考えられる．

＊＊＊

以上の講演の内容は「ビジュアル　歯周病

を科学する」（天野敦雄，岡 賢二，村上伸也

著，クインテッセンス出版）に詳しく載って

います．臨床を進めていくうえで，歯周病の

科学的病因論を知り，そのしくみを理解する

ことが，とても大切だと改めて感じまた．な

ぜ BOPが大切なのかも理解することができま

した．

今まで，歯周組織検査中の出血を炎症状態

の把握と捉えていましたが，出血そのものが，

Pg菌を活性化させ炎症を増大する因子である

ことを知って，患者さんへ伝える情報が少し

変わりました．

また，歯周病菌の感染は 20歳くらいには起

きているということを知り，発症はしていな

くても，20歳を超えたら歯周病に対する注意

を払っていくべきであることを確認し，20歳

以上に行っている歯周組織検査の重要性も再

認識しました．20代での歯周病を発症するこ

とは，細菌学的には不思議ではないことも分

かりました．

「敵を知り己を知れば百戦危うからず」とい

う言葉があります．敵を知ることは，歯周病

治療という戦いに挑むうえで，強力な援軍に

なると思います．

私たちが学生時代に習ったペリオドントロ

ジーの概念も，少しづつ変化しており，継続

的な勉強が何よりも必要と感じました．

最後に，天野先生と，このような講演を聞

く機会をいただいたことに感謝します．
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8 診療室の目標 1 5 歳児でカリエスフリー 90 ％以上を実現する

2012 ORCA Brazilに
参加して

杉山精一

報
告

・ ICDASの表記が「ICDAS II」から「ICDAS」となった．

ICDASは当初，「ICDAS」でスタートし，その後コードの変

更により「ICDAS II」にバージョンアップしていましたが，

今後は変更しないと決定したので，バージョンアップの途中

のイメージと取られるのを避けるために，今後は「ICDAS」と

表記することになりました．

・ ICDASの臨床導入状況について

UKでは，導入に向けて準備をしているが臨床評価が必要

で，その作業を進めているので，結果が出るまで数年かかり

そう．メキシコ，コロンビアが歯科医師会と大学が連携して

積極的で，導入に向けて動いている．インド，中国もそれに

続いている．

・来年，ICDASについて臨床的な本の発行を予定している．

後日，5月に USAの Temple大学で，「う蝕マネージメント

の道――臨床医と教育者のためのロードマップ」Car ies

Management Pathways - A Roadmap for Clinicians and Educatorsと

して，「21世紀のう蝕ケア」Appropriate Caries Care for the 21st

Century! というワークショップが開催されたことを知りまし

た．インターネットの内容等から，この結果を取りまとめて

ICDASの臨床導入の本ができるようです．

ポスター発表

ORCAのポスター発表は，ポスターの掲示とその前での質

疑の後に，聴衆が集まる別室でスライド 2枚を使用して 2分

ORCA開催に先立って

今年の ORCA*は，日本の裏側ブラジルの大都市リオデジャ

ネイロからバスで 3時間の Cabo Frioをという海辺のリゾー

ト地で開催されました．日本からブラジルへの直行便はなく，

パリ経由で約 30時間です．秋編集事務所の秋元麦踏さんと私

の 2名で参加しました．例年ですと日本からの発表者が 5，6

名いるのですが，今年は私たちだけでした．

今回は，昨年 5つの歯科医師会に協力していただいて行っ

た ICDASを取り入れたカリエスマネジメントを一般臨床医に

導入した場合，どのような問題があるかの調査結果の発表，さ

らに，ORCAには著名な研究者も参加しますので，インタビ

ューも行いたいと考えての参加でした．

例年，ORCA開催に先立って，特別なセミナーが開催され

ますが，今年は，

「Contemporary management of caries for general practitioners」と

いうセミナーでした．

� Early Diagnosisについて

Prof. Monique van der Veen (Acta, Netherlands)

� Minimal Restorative Approach

Prof. Hendrik Meyer-Lückel (Kiel, Germany)

�は，QLFの臨床応用についてで，QLFの原理につづいて，

従来高価な専用機器でしか行えなかった QLF検査を，一眼レ

フカメラと PCで実現した装置の紹介とデモが行われました．

使い方は，簡単なのですが，100万円以上するようで，普及に

はもう少し価格が安くならないと難しいと感じました．

�は，隣接面カリエスに対して，う窩ができる前のう蝕病

変にシーリングする Caries Infiltration（DMG社　商品名

ICON）についてでした．とても興味深い治療方法だと思うの

ですが，日本では入手できないのが残念です．

なお，Prof. Meyer-Lückel らによる”Caries Management -

Science and Clinical Practice”という本が，今年の秋に Thieme

社から出版されるそうです．

N. Pitts 先生へのインタビュー

昨年に続いて今年も N. Pitts先生に時間を取っていただい

て話をしました．
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間のプレゼンテーションと 4分間の質疑応答があります．英

語の質問を聞き取り，英語で回答するのは，2回目とはいえ，

今回も大変緊張し，3つの質問のうち，まともに回答ができた

のは 1つだけでした．他の 2つの質問については，用語の定

義を問われて，回答に窮しました．やはり研究計画の段階か

ら英語による発表を念頭において取りかかる必要があること

を再認識しました．不十分な回答で落ち込んでいましたが，発

表後，Pitts先生から，GPがこの学会に参加して発表すること

には意義があると言われて，気を取り直すことができました．

B.Nyvad 先生へのインタビュー

秋元麦踏（秋編集事務所スタッフ）

遠いは近い

ORCAでは世界中から参加者が集まるため，顔を合わせれ

ば「どちらからお越しで？」と声をかけあうが，今回ばかり

は“From Japan!”と少し声を張り上げずにはいられない．何

といっても今年の ORCAは日本からは地球の裏側，ブラジル

での開催である．ただ，ORCAが通常ヨーロッパで開催され

ることを考えれば，ヨーロッパからの参加者にとっても，カ

ボ・フリオは決して近くはない．とはいえ，遠いことによる

メリットもある．ORCAは元々非常にオープンで派閥色のな

い学会だが，今回は昨年と比べても，大先生の周りのガード

が薄く，新参者の私たちもこの分野の権威者たちとじっくり

話をする機会に恵まれた．

前回のカウナス（リトアニア）では，小児歯科とカリオロジ

ーの大家であるデンマークの Christiansen夫妻にアポイントな

しでインタビューまでこぎ着ける幸運に恵まれたが（ニュース

レター Vol.14 no.4），今回は，同じデンマーク出身の Nyvad

女史に現地でアポイントを取り付け，お話を伺った．Nyvadシ

ステム（Nyvad et al. 1999）で有名な女史は，前回大会のシンポ

ジウムでもシンポジウムのコーディネーター役を務めており，

“Dental Caries”の編集者で，う蝕診断の分野において最も大

きな影響力をもつ一人である．前回は，事前に準備もせずイン

タビューしたら怒られそう（な人に見える）ということで，尻

込みをしてしまったが，今回は ORCAの前哨戦にあたるセミ

ナー（リオ）でたまたま隣り合わせになり話す機会があったの

で，勢い，その場でインタビューの約束まで取り付けてしまっ

た．以下はそのインタビューの要旨である．

メインテナンス時間・コスト

こちらが肩肘張って待ち構えていると，「あら，『ちょとお

喋り』どころじゃないのね，これって日本のテレビで放送さ

れたりするのかしら」，気さくな人である．

しかし一度話が歯科に及ぶと，ちょっとしたことに間髪入

れず疑問をぶつけてくる．杉山さんが医院紹介の中で日々の

診療の流れにふれると，「問題が全くない患者でもメインテナ

ンスに 1時間もかけるの？　長すぎないかしら？」振り返れ

ばここに Nyvadシステム をはじめとする診査法や研究に対

する基本姿勢，すなわち臨床現場での応用に耐え，常に「早

く，安く，効果的」であるかということを念頭に置く考え方

が端的に表われている．

事実，唾液検査について，杉山さんが話し終わるか終わら

ないうちに「唾液検査は全患者に対して受けさせてるの？」と

半ば懐疑の眼差し．「いえ，実際は，唾液検査を行う患者は少

数で，実施する場合も患者教育（モチベーション）が目的で

す」杉山さんがそう答えると「患者の教育目的ならかまわな

いけど，唾液検査も臨床における有用性とコストパフォーマ

スという点では疑問が残る，そもそもカリエスリスク○○ %

ってどういうことかしら，仮に，『あなたのカリエスリスクは

35%』なんて私が聞いたら，『なんだ半分以下か』と安心して

あぐらをかくかもしれない．それに，今までう蝕に悩まされ

たことのない患者に対して，あなたのリスクは○○ %です，

と言うことが何になるの，そこには確固たる根拠があるか，そ

れにお金を払わせる価値があるのか．あくまで教育ツールの

ひとつとして捉えているなら構わないのだけどね」．なるほど，

この言葉からも，過去にこの件について専門家どうしで議論

があったことがうかがえる．

さらに，話はリスクアセスメント全般に及ぶ「最も大きな

ファクターである患者のう蝕経験の他は，主に食習慣，バク

テリア，フッ化物の使用の三つを考慮すればいい（効率的），

だからやるべきことはハッキリしているのよ．」

その一聞するに単純明快なリスクアセスメントさえ，だれ

にでも行うわけではない，「私なら上下顎の歯全てが健全な患

者に対してリスクアセスメントは行わない，疾患のある患者

に注力すべきね」と言う．
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過剰診査は過剰介入（切削）の種

さらに，杉山歯科で X線撮影をほぼ全メインテナンス患者

に行っていることに対しては自身の文献（Baelum V. et al.

2012）を持ち出し，「X線は危険因子よ」と指摘した．

「危険因子」と言うのは被曝量の話ではない，「より詳しく

検査をすればオーバートリートメントのリスクが高くなるの．

視診プラス検針による触診（visual-tactile）と X線を併用した

場合，visual-tactileのみの検診と比べ多くの軽度のう蝕を見つ

けられるけれど，う窩でないう蝕をう窩と誤診するケースも

増える．だから，結果として不可逆的（侵襲）処置を促すこ

とになりかねない，その意味で X線診査は危険よ」．実は，こ

の論文は予習済みで，杉山さんは待ってましたとばかりに「文

献は拝読したのですが，う蝕診査，X線撮影は臨床医として

は使いたいと思うケースはあるのですが，先生はう蝕診断に

X線は使わないのでしょうか」と聞くと，「例えば 2-3箇所に

活動性の病変（active lesion）があり，さらに visual-tactileで

はわかりづらい部分，隣接面にも疑わしい箇所がある，とい

う具合に，一定条件が揃ったら撮ってもいい（おそらく女史

は殆ど撮らない）．だから，来院患者全員を対象にする必要は

ないと思うわ．もちろん，詳しく歯や歯周の状況を知ること

自体は悪くないのだけど．その先の診断と処置にどう影響す

るかを考慮する必要があるでしょ」

フッ化物の使用

杉山さんは自身のポスター資料にも触れ，アンケートを行

った対象者，すなわち予防に対して比較的意識の高い歯科医

の間でさえ，約半数にはフッ化物の効果が正しく認識されて

いないことを説明し，フッ化物の使用に関するガイドライン

が日本にはないということを伝えた．すると，「ガイドライン

なんかどうでもいいわ，とにかく使えばいいの．コクランレ

ビューでも何でもフッ化物の効果はハッキリしているんだか

ら」と一刀両断．さらに，「日本には，患者個人の口の中を診

る開業医しかいないの？　公衆衛生の観点を持っている研究

者はいないの？」日本の公衆衛生学の研究者が今年の ORCA

に一人も参加していないことを皮肉ったのだろう．

歯磨き粉については，「う蝕予防の観点で言えば，乳幼児以

外の小児を含めた全年齢で 900-1500ppmを使うべきで，使用

量は患者の小指の爪の大きさ程度．簡単な話でしょう？」

「それにしてもなんで日本はフッ化物の導入が 20年も遅れた

の？」咄嗟に「おそらく，水道水へのフッ素添加の運動とそれ

に対する反対の議論の中で，フッ化物に対するアレルギーが歯

科の中で出来てしまったのだろうと思う」と苦し紛れの回答を

するものの，女史は今ひとつ腑に落ちない様子だった．

理想的診断方法を求めるのか診断の先を見据えるのか

（B. Nyvad 2004）

さて，いよいよ本題の Nyvadシステムについてである，杉

山さんのポスター資料を見ていただいた後，「さて，この研究

は ICDASを組み込んだ診療システムづくりにおいて予想され

る障害や問題点を探るのが目的だったのですが，先生は

ICDASと Nyvadシステムの臨床の文脈における最大の違いは

どこにあると考えていますか」

「う蝕について歯科医が考えるべきことは 3つに要約できる．

�う蝕病変部があるかないか，�う蝕病変部があればその活

動性，さらに�う蝕病変部はう窩が形成されているか―つま

り，ICDASのように，複雑な評価基準は必要ないし，う蝕病

変部の深さばかり気にしすぎても仕方がない，重要なのは進

行中か，コントロール可能かどうかだから．しかも，ICDAS

は『何をすべきか，すべきでないか』には触れない．もちろ

ん，臨床での判断は常ににディシジョンツリーに沿えばベス

トな結果が得られるとは言い切れない．でも，侵襲処置を施

さなくても保存できる可能性のある歯は非侵襲処置で対応す

るという原則は明示すべきだと思う」

発言はさらに過激さを増し，「ICDASがこんなに広まったの

は，単純に政治にすぎないと思う，この騒ぎが収まるのを待

つわ，いずれわかるでしょう」

その後，杉山さんのパワーポイントを使って，う蝕コント

ロールの長期経過症例を見せると，「ICDASよりも私のシステ

ムの方が優れていることをこれ以上どうやって説明すればい

いかはわからないし，つまるところ『見解の違い』かもしれ

ないけど，あなたがやってることが間違っていないことはこ

の写真をみればすぐわかる．それにしてもよく撮れてるわね，

このまま Dental Cariesの 4章の後に入れたいくらい」ここ

に，記録を持つ臨床医の説得力，すなわちヘルスケア（歯科

学会）の強みを再確認した．

う蝕による白濁の消失については，「う蝕病変部の脱灰が浅

い場合，再石灰化と表面の研磨（摩耗）によりラフな歯の表

面が整えられ，スムースになるから，つまり，う蝕病変部が



深ければ再石灰化しても元には戻らないことが多い．正確に

う蝕病変部の深さを測ることはできないから，白濁が消える

かどうかの予知は難しい．（症例を見ながら）そういうことを

気にする患者がいるのはわかるけど，いずれにしても，私な

ら，再石灰化していれば，白濁自体は別に悪いものじゃない

から何もする必要がないことを伝えて患者を説得するわね」

インタビューを通して効率性や過剰介入を防ぐことを強く

意識していることがうかがえたが，診査・診断・治療のこの

部分は時間的にも経済的にも，『もっと圧縮できる』，『本当に

必要か』というような指摘が多かった．臨床の実態は制度や

患者の意識やセルフケアに大きく依存する．日本では，例え

ば，患者が一度実家を出て久しぶりに帰ってきたと思ったら，

詰め物が入っているというような話は珍しくない．しかし，経

済的に豊かで社会保障も整備されていながらも成人の歯科治

療が基本的には自己負担のデンマークなどでは，「自分の歯は

自分でケアする」ことは大人にとっては当たり前のこととし

て浸透している．このような意味で，臨床における方法や選

択肢は社会・文化・制度依存的であるし，一朝一夕で劇的に

変わるものではない．さらに，歯科医の圧倒的多数が開業医

（あるいは勤務医）である日本と公的機関で治療を受けられる

デンマークでは歯科医に求められる役割や可能な仕事は異な

るだろう．デンマークや北欧のやり方ひとつを取り上げ，礼

賛し追随すれば全てがうまくいくという話ではない．

ただ，フッ化物のう蝕予防効果に地域依存性はなく，論文

などによる裏付けが十分にされている以上，認知度の低さを

「遅れ」と捉えられても反論の余地はない．女史曰く「う蝕予

防，治療は科学的には大方ケリがついている，少なくとも歯

の寿命を引き伸ばすために（結局は死ぬまでにう蝕が歯髄に

到達しなければいい，あるいは痛みがでなければいいのだか

ら）今とれる最善策は明かで，あとはそれをやるかやらない

かということに過ぎない」．もちろん，審美的なことを気にす

る患者がいて，一般開業医がそれを無視することはできない

ことを女史も重々理解しているが，それと歯科医療のコアの

部分は別と考えているのだろう．

女史が ICDAS（グループ）に徹底抗戦する姿勢には，う蝕，

予防，診断，治療の先駆者としてのデンマーク人のプライド

が垣間見える．とはいえ，後発の ICDASグループも当然，女

史の主張，特にう蝕活動性の評価は重要視しており，大筋で

食い違いがあるわけではない．ただ，女史は診査と評価の先

こそが大切であることを強調していた．いずれにしても，

ORCAという決して大きくも豊かでもない集まりにおいても，

参加者は Peerとしての緊張関係を保ちつつ，排他的にならず

議論を重ね続ける姿勢を持っている．

ICDASか Nyvadシステムかという問いに対しては，歯科医

でない私に投票権はないが，Nyvad女史の臨床現場を重んじ，

歯科医療のコアな部分に実直に臨み続ける姿勢に一票を投じ

る．

B. Nyvad et al. “Reliability of a new caries diagnostic system differentiating

between active and inactive caries lesions” Caries Research 1999; 33(4):

252-60.

B. Nyvad et al. “Diagnosis versus Detection of Caries”  Caries Research

2004; 38: 192-198.

Baelum V. et al. “Implications of caries diagnostic strategies for clinical

management decisions” Community Dentistry and Oral Epidemiology

2012; 40: 257-266.

来年に向けて

2013年の ORCAは UKの Liverpoolで開催されます．今年

は，遠方の地ということで，参加者も少なめでしたが，来年は

EU内であり，多くの方の参加が期待できそうです．私は，3

年前に初参加しましたが，毎年 5日間の診療日のうち 2日間を

臨時休診，3日間を勤務医（常勤が 1名いますので）として，

前後に 2日間（日曜と月曜が休診日）をつなげて 9日間の休み

を作り学会参加にあてています．開業医にとって容易ではあり

ませんが，参加するための勉強と参加して知ることも多く，も

う少し続けたいと考えています．ORCA以外にも EURO PERIO

（3年に 1回開催）や EAPD（ヨーロッパ小児歯科学会）など

臨床医が参加しても楽しそうな学会があります．何か目的をも

って，思い切って参加すると必ず新しいことが見えると思いま

すので，ぜひチャレンジしてみてください．
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ORCAとは

ORCA（オルカ）は，European Organisation for Caries Research，名称はヨーロッパですが，世界中のう蝕にかかわ

る研究者が集まる国際学会です．1953年にオーストリア，ドイツ，スイスの研究者らによって設立され，1967年に

「Caries Research」というジャーナルを発刊して，う蝕研究者のもっとも権威ある学会になっています．反省を含めて言

えば，わが国の臨床医は，海外の情報をわずかな紹介者を通じて輸入することを続けてきました．国際的などのよう

なトレンドで，どのような議論が展開されているのか，自ら議論の渦のなかに飛び込んでみるのが一番です．



vol. 15 no. 4 HEALTH CARE

12 診療室の目標 3 20 歳成人でカリエスフリー 90 ％以上，歯周病のない状態を実現する

河野歯科医院のメインテナンス率 伊藤（大島）知佳（歯科衛生士・河野歯科医院）

メインテナンスの種類は，高校生以下は予防健診，成人は

デンタルドックとメンテがあります．

予防検診の間隔はだいたいが 3ヵ月．その子のリスクや要

望などに応じ決めています．

内容としては主に PMTCを行っています．時間は 30分．

デンタルドックは半年から 1年間隔で主に歯周組織検査と

PMTCを行っています．時間は 1時間．

メンテは 4mm以上のポケットが多数残っている方に対して，

リスク部位の処置を行っています．1ヵ月から 3ヵ月間隔で時

間は 30分です．

メインテナンス患者の割合�

1ヵ月平均メインテナンス患者の割合

1ヵ月のメインテナンス患者数

1ヵ月の総来院患者

❐ 河野歯科医院の紹介

河野歯科医院は，東京都小平市にあります．最寄駅は一橋

学園駅で JR国分寺駅から西武多摩湖線に乗って一駅です．一

橋学園駅からは，徒歩 1分で 8階建マンションの一階のテナ

ントで診療しています．

小平市の人口は 18万人．歯科医院は約 90軒あります．

❐ 河野歯科医院の概略

開業 29年目で，現在のスタッフは院長を含めて 8名です．

歯科医師 1名，受付 1名，歯科技工士 1名，歯科衛生士 5名

です．

ユニットは 7台，カルテナンバーは，現在（2011年 6月時

点）13,700番代です．2010年のデータでは 1日平均来院患者

数は 38名．1か月の平均患者数は 385名でした．

スタッフの経験年数は院長が 31年，受付が 10年，歯科技

工士は 27年，歯科衛生士は 5人で，経験年数が長い者から 21

年，18年が 2名，11年，7年です．

河野歯科医院での経験年数と勤続年数はほぼ一緒です．こ

のように勤続年数が長いスタッフが多いことが特徴です．

❐ 保険の割合

社保本人 23%

社保家族 32%

国保 32%

後期高齢者 13%

❐ メインテナンスの種類

2011年度　東京ヘルスケアグループ スタッフミーティング　報告 6

治療

60% 62% 63% 61% 62%

メインテナンス

2010年2009年2008年2007年2006年

各年比べてみても，治療が約 60%で，メインテナンスが約

40%で割合の大きな変化はないようです．

メインテナンス患者の割合�

2001年から 2003年の 3年間の初診患者が 941名いました．

そのうち，2006年 8月から 2009年 7月の 3年間に 1度でもメ

インテナンスに来院した患者総数は 268名（28.5%）になりま

した．

短い方だと 2003年初診で，3年後の 2006年にメインテナン

対　象 名　称 自費 or保険

幼児～高校生 予防検診 自費 30分

4,200円

デンタルドック 自費 60分

成人 9,975円

メンテ 自費 30分

4,200円

メインテナンスはすべて自費で行っています．

説明としては，「病気の治療に対しては保険での治療になり

ますが，治療が終わった後の健康維持のための処置は，保険

適用外なので自費になります」とお話ししています．

治療 273名 261名 276名 256名 239名

メインテナンス 182名 160名 163名 164名 146名

総来院数 455名 421名 439名 420名 385名
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スに来院．

長い方だと 2001年初診で，8年後の 2009年までの間に 1回

でもメインテナンスに来院した，という患者の割合なので，漠

然とした数字になっていますが，このような数字になってい

ます．

メインテナンス患者の割合�

各年ごとの初診患者の人数と，2年ごとにその初診患者たち

がどれくらいメインテナンスに通っているかの割合です．

4年，6年と時間がたつと，徐々に減ってきています．

しかし，6年後以降はほぼ 20%は切りますが，その後はあ

まり減少していないように思います．

初診 人数 2年後 4年後 6年後 8年後 10年後

2000年 341人 22% 21% 18% 15% 14%

2001年 313人 23% 18% 15% 14%

2002年 312人 29% 24% 18% 16%

2003年 319人 27% 20% 21%

2004年 291人 23% 20% 15%

2005年 300人 22% 21%

2006年 284人 21% 18%

みなさんこんにちは．東北にも短い夏がやってきました．

各地で夏祭りが開かれています．震災の復興も進み，さらに

盛大に行われています．新しい祭りも開催され，たくさんの

観光客が訪れています．みなさんが復興の地を訪れていただ

くことも支援のひとつです．ぜひ東北へおでんせ（盛岡弁で

「いらっしゃい」）．

6回目のコラムでは LPSについてお話しし，プラークコン

トロールが重要であることお話ししました．

今回は，歯周病の再発に対するプラークコントロールの重

要性をお話ししていきます．

Nymanらの研究では，歯周病が進行した患者に歯周外科

を行い，その後 2週間ごとに口腔衛生指導と専門家による歯

面清掃を行う実験群と，行わない対照群を経過観察しました．

1年後，2年後の診査では，実験群ではアタッチメントレベ

ルに変化が見られませんでした．しかし対照群では，1年に

1mmのアタッチメントロスが見られました．

Suomiらの研究では，歯周病患者に対し，歯科治療後，実

C
o

lu
m

n 知っておきたい Perioの基礎（10）

藤本淳（盛岡市開業）

験群では年に 3～ 4回の口腔衛生指導とスケーリングを行

い，対照群では行いませんでした．3年間で，実験群のアタ

ッチメントロスは 0.08mmに対し，対照群では 1年に 0.1mm

のアタッチメントロスがみられました．

これら Nymanと Sumoiの二つの研究結果から考えると，

術後のメインテナンスやセルフケアがよくないのに歯周外科

を行ってしまうと，何もしない場合に比べ 10倍もアタッチ

メントロスが起こってしまいます．これは歯周外科をしたこ

とでアタッチメントロスを早めたという結果になってしま

い，プラークコントロールの重要性を示しています．また同

時にプラークコントロールができない状態で歯周外科を行っ

てはいけないことも示しています．

それでは次にプラークコントロールレコード（PCR）は

何%にしたら良いのでしょうか？

Axelssonと Lindheの研究結果から，30年間プラークコン

トロールのレベルを平均 20%に維持した場合，その患者の

歯の喪失率は，1人あたり 0.4～ 1.8本という結果が出てい

ます．したがって歯周基本治療後には PCR20%以下に維持

し，適切なメインテナンスを受けることは，歯の維持に効果

的だと思います．

プラークコントロールが大切なことは，みなさんご存知と

思いますが，歯周病の再発を防ぐために大きな役割を果たす

ことを改めて強調しておきたいと思います．
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2号議案の質疑

（雨宮）委員会とその主なメンバーをニュースレター等で告

知するようにしてほしい．

また，DHコースの合格者と認定衛生士の数についても広報

してほしい．

→検討する

3号議案　コアメンバーおよび監事選出規定

4号議案　代議員選挙規定

誤表記等についての修正

6号議案　学会活動のための規則の新設

研究倫理審査委員会　弁護士他数名に依頼

（秋元）法律で決まっているからつくるのではなく，患者利

益を目指す学会として被験者保護を明確にするために設置

すべき

（国井）大学でなくても研究倫理審査委員会を設置して研究

計画を審査しているところはあるのか．

→日本歯周病学会，日本顎咬合学会などあり

（国井）認定分科会に承認されていないのに，対外的に認め

られるのか

→国や他の学会から認定される性格のものではない．自律

に関すること．

7号議案　研究会諸規則を一部変更し，学会諸規則とする件

（雨宮）「ヘルス」は自分で申請して管理するのか？

→事務局で把握しているので問い合わせいただきたい

（中川）認証細則の変更はいつからか

→来年度から

（大井）認証申請時，メインテナンス率が何パーセント以上

などの基準は設定されているのか

→従来どおり 30パーセント．初診患者の 3年後に関しては

算出できるだけのデータが蓄積されていればよいと考え

る

（上田）認証の基準が増えると認証のプレゼンに時間がかか

ると思われるが，発表時間を増やすことは考えているか

→発表項目が増えるわけではないので発表時間を増やす予

定はない

（丸山）認証申請用紙案の〈7．レントゲン撮影状況〉で歯

周検査時とは？

→これは一例をあげたもの

フルマウスエックス線写真は必須か？

→歯周病の診断には必要と思われる

（田村）認定衛生士は更新制度があるが，認証診療所の更新

はないのか

→毎年「調査 1」のデータを提出することが更新の要件．た

だし，学会のホームページの認証診療所表記が削除され

るわけではなく，更新履歴が表示されない．

以上，各議案につき，挙手多数により承認された．

次第
代表あいさつ（杉山精一）
議長の選任・議事録署名人の選出
第 1号議案　学会初年度（2011年度）決算報告
第 2号議案　2012年度事業計画および予算について
第 3号議案　コアメンバー（定款上の理事）および監事選出

規定
第 4号議案　代議員（定款上の社員，通称オピニオンメンバ

ー）選挙規定
第 5号議案　定款の事業の追加

平成 24年度　一般社団法人日本ヘルスケア歯科学会社員総会　報告

議案と議決

第 6号議案　学会活動のための規則の新設
1）会誌編集委員会および査読制度に関する規定
2）研究倫理審査委員会に関する規定
第 7号議案　研究会諸規則を一部変更し，学会諸規則とする件

1）「健康を守り育てる歯科診療所」の認証に関する細則
2）講演会等講師謝礼規定
3）ヘルスケア歯科研究会内互助通貨（ヘルス）実施規定
第 8号議案　報告

ORCA2012の参加報告など

とき： 2012年 7月 22日　10:00～ 11:40

会場：東京八重洲ホール

司会：田中正大 書記：高木景子

代表挨拶：杉山精一 議長選出：槍崎慶二

代議員総数 66，出席 34人，委任状 28

議事録署名人の選出：林浩司，浜端町子
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第 1号議案　学会初年度（2011 年度）決算報告
初年度は 4～ 12月であるが，研究会の 2011年度 1～ 3月
を収支にわたって繰り入れているので，通年の決算規模に
なっている．定款には以下のように定められており，今回
の決算総会の遅滞は著しい．来期から，2月内に決算総会
（オピニオンメンバー会議）が開催できるような事業計画と
する．

〈定款〉

（招　集）

第 16条 当法人の定時社員総会は，毎事業年度末日の翌日か

ら 2か月以内に招集し，臨時社員総会は，必要に応

じて招集する．社員総会は，社員によって構成する．

� 社員総会を招集するには，会日より 2週間前までに，

社員に対して書面で招集通知を発するものとする．

第 2号議案　2012 年度事業計画および予算について
すでに終了したものを含め以下のとおりの事業を計画して
います．
コアメンバー会議（毎月 1回）
ホームページの全面リニューアル（更新性，アクセスのし
やすさ改善）

NEWSLETTER 年 6回（2，4，6以上既刊，8，10，12月）
の刊行
ハイジタイムズ　年 6回（2，4，6以上既刊，8，10，12月）
の刊行
会誌の刊行（9月の予定）
ワンデーセミナー大阪の開催（6.3）
歯科衛生士育成基礎コース（7.15-16終了，9.16-17，11.23-

24）
検定コースの開催（予定 11.3-4）
認証ミーティングおよび特別講演会の開催（7.22）
ヘルスケアミーティング 2012（10.21-22）の開催
東京ワンデーコースの開催（12.2）

研究事業として
喫煙歯肉着色研究（福岡歯科大学の埴岡教授などと連携）
MIH疫学調査（八千代市，東京歯科大学の新谷教授と連携）
ICDAS

国際学会への演題発表（ORCA2012, Brazil Cabo Frio）
なお，論文数が不足しているため，認定分科会の申請は来
年に繰り延べます．
また，2013年 2月には決算オピニオンメンバー会議を開催
しますが，同日，う蝕研究会（渡部，高橋，飯島教授らの
つくる研究会）とジョイントシンポジウム「あたらしいう
蝕病像とう蝕治療」を開催する計画を進めています．

第 3号議案　コアメンバー（定款上の理事）および監事選出
規定

研究会のコアメンバー規定を改定し，学会の会務の執行に
あたり社員（代議員＝通称オピニオンメンバー）の総意に
もとづく執行体制を確立するとともに，執行体制の継続性
を維持することを目的に，以下のコアメンバー（定款上の

理事）および監事選出規程を設ける．この規程に基づき，秋
のヘルスケアミーティング併催のオピニオンメンバー会議
において次期理事を選出すべきところであるが，日程上困
難であれば，年度内に郵送式の選出を行う．

【コアメンバーおよび監事選出規定案】
1．理事会は，理事（および監事）の任期中の最終社員総会
前の然るべき時期に，代議員（社員＝オピニオンメンバ
ー）に対し，新任理事（および監事）候補の自薦他薦を
呼びかけなければならない．

2．理事（および監事）となる意志のある代議員または然る
べき代議員を理事（および監事）に推薦する代議員は，
理事会が告知する期間内に，理事（および監事）候補者
名を理事会に伝えることができる．理事（および監事）
の被選出権は，定款第 23条に定める要件を備えた代議
員がこれを有する．

3．理事会は，任期満了前の社員総会に，代議員の自薦他薦
を受けた理事（および監事）候補者名簿を，代議員に対
して提示し，予め理事定数を示した上で，代議員による
選出に委ねなければならない．選出は定款第 24条によ
り，過半数の代議員が出席する総会において理事を除く
出席社員の過半数の賛成をもって選任される．

4．理事（および監事）の選任は，候補者名簿を用いた代議
員の投票による．次期理事の選出は，現在の理事の任期
内の代議員会において行われることが望ましいが，事情
により郵送式（二重封筒による内封筒無記名郵送式）ま
たは匿名性を担保した電子的通信方式を用いることがで
きる．なお，やむを得ない事情がある場合には，任期満
了から 2ヵ月以内の代議員会にて投票により決する．

〈定款〉

（理事および監事の資格）

第 23条 当法人の理事は，下記条件を満たしている当法人の

社員の中から選任する．

1）当法人の理念を十分に理解している．

2）当法人の運営に積極的に参加し，その事業に協力してい

る．

3）診療所の責任者の歯科医師の場合には，その責任を有す

る医療機関が，「健康を守り育てる歯科診療所」として認

証を受けている者

�当法人の監事は，当法人の社員の中から選任する．

（理事および監事の選任の方法）

第 24条 当法人の理事および監事の選任は，社員総会におい

て総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し，出

席した当該社員の議決権の過半数をもって行う．

（理事および監事の任期）

第 26条 理事および監事の任期は，選任後 2年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会

の終結の時までとする．ただし，再任を妨げない．

� 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として

選任された者の任期は，前任者の任期の残存期間と
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同一とする．

� 増員により選任された理事の任期は，他の在任理事

の任期の残存期間と同一とする．

第 4号議案　代議員（定款上の社員，通称オピニオンメンバー）
選挙規定

本会は，学会会員が代議員を選出し，選出された代議員が
社員として学会の理事，予算決算，諸規則を決定する．こ
の代議員の選挙規程は理事会において定めることになって
いる（定款第 8条）が，代議員の周知を図るため，そのあ
らましを示し，了承を得たい．以下の案は，研究会会則第
14条（オピニオンメンバーの選出）に準じている．

【代議員選挙規定案】
1．理事会は，代議員（社員＝オピニオンメンバー）の任期
中の最終社員総会前の然るべき時期に，選挙管理委員会
を組織し，代議員選挙を管理する．

2．代議員選挙管理委員会は，代議員（社員＝オピニオンメ
ンバー）の任期中の最終社員総会前の然るべき時期に，
NEWSLETTER，ホームページを通じて，代議員候補の
追加推薦および現職代議員の再任の意志確認を得る期間
を告知しなければならない．その期間は告知日から終了
日まで 2週間以上とする．

3．選挙管理委員会は，追加推薦および再任の意志確認を得
る告知期間を経て代議員候補者名簿を作成し，会員に対
し郵送方式により，その否認の意思表示を問う信任投票
により，代議員を選出する．会員の 1割以上から不信任
の意思表示を受けた候補者は信任されない．会員が否認
の意志表示をしない場合は，同意したものとみなされる．

4．理事を除く会員で，次項の条件を満たす者は，代議員候
補となる資格を有し，本人の同意と他一人以上の会員の
推薦または自薦をもって候補者名簿に登録されることを
得る．

5．代議員の候補者は，会の設立理念を十分理解している正
会員で，ヘルスケアミーティング，基礎コース（ワンデ
ーコース）にそれぞれ 1回以上の参加経験または歯科衛
生士育成コースの履修経験をもつことを条件とする．

6．自薦候補は，選挙管理委員会が示す期間内に代議員（オ
ピニオンメンバー）の志望理由を 400字程度にまとめて
選挙管理委員会へ提出する．他の会員を推薦する場合は，
本人の同意を得た上，会員 2名以上の推薦をもって選挙
管理委員会へ提出する．

7．自薦，他薦の候補が多数にのぼる場合，選挙管理委員会
は，地域的偏り，職種的偏りをなくすことを念頭に候補
者を調整するが，明確な理由なく掲載を拒否することは
できない．

8．次期代議員の選出は，代議員の任期内に行われることが
望ましいが，やむを得ない事情がある場合には，任期満
了から 2ヵ月以内に実施することができる．この場合，
任期満了後の理事（および監事）は定款第 9条により職
務を行う．

〈定款〉

（代議員の選出）

第 8条 代議員（「社員」以下同じ．）の選出は，選挙管理委

員会が管理し，代議員選挙規定による．

� 前項の選挙においては，会員は，等しく選挙権およ

び被選挙権を有し，理事および理事会は，代議員を

選出する権限を有しない．代議員の選挙を行うため

に必要な細則は理事会において定める．

� 当法人の設立理念を十分理解している正会員で，当

法人の行事に積極的に参加するものは，自薦他薦を

もって代議員の候補となることができる．

（代議員の任期）

第 9条 代議員の任期は，選任後 2年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の

時までとする．ただし，任期満了後においても後任

者が選出されるまではその職務を行わなければなら

ない．

� 代議員が社員総会決議取消しの訴え（法人法第 266

条第 1項），解散の訴え（法人法第 268条），責任追

及の訴え（法人法第 278条）および役員の解任の訴

え（法人法第 284条）を提起している場合（法人法

第 278条第 1項に規定する訴えの提起の請求をして

いる場合を含む．）には，前項本文の規定にかかわら

ず，当該訴訟が終結するまでの間，当該代議員はな

お法人法上の社員たる地位を有するものとする．た

だし，当該代議員は，役員の選任および解任ならび

に定款変更についての議決権は有しないものとする．

� 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された

者の任期は，前任者の任期の残存期間と同一とする．

� 増員により選出された代議員の任期は，他の代議員

の任期の残存期間と同一とする．

第 5号議案　定款の事業の追加
本会の事業として，新たに研究倫理審査委員会の設置を定
める．
定款第 2条�項の第 5号として，以下の 1項目を追加する
（6以降の番号は順次繰り延べる）
5）外部委員を含む研究倫理審査委員会を設置し，被験者
（患者）保護に重きを置く．

（目　的）

第 2条　当法人は，人々がその生涯にわたって健康な歯列を維

持し，快適な咀嚼と自由な会話と若さと尊厳に満ちた

微笑みを失うことなく，それぞれの生活の質を高める

ことを支援することを目的とする．

� 当法人は，前項の目的を達成するため次の事業を行う．

5） 外部委員を含む研究倫理審査委員会を設置し，被験

者（患者）保護に重きを置く．

第 6号議案　学会活動のための規則の新設
1）会誌編集委員会および査読制度に関する規定
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1．会誌の投稿の規定，投稿原稿の採否，寄稿の依頼は，
会誌編集委員会の権限において，これを行う．

2．会誌編集委員は，コアメンバー会議（理事会）によっ
て会員の中から選任され，会誌編集委員は，その責任
者（会誌編集委員長および同副委員長）を互選により
決定する．

3．会誌編集委員長は，投稿原稿のテーマに応じて分野ご
との適切な特別学術会員を選任し，査読委員を委嘱す
る．会誌編集委員会は，原稿を匿名化し，論文の形式
に整え，平易・明瞭に修正した後，査読委員に査読を
依頼する．

4．特別学術会員は，査読にあたって，謝礼を受け取るこ
とができる．

2）研究倫理審査委員会に関する規定
本学会は，地域保健・医療に根差した臨床歯科医と関連医
療者が集う学会であり，地域住民が疾病を未然に防ぎ，生
活の質を維持向上させることを医療の目的としています．そ
こで日常診療において日々蓄積される臨床データや臨床経
験を公共の用に役立てることを大切にしています．そこで，
被験者すなわち患者保護の厳しい規範を自らに課すために，
学会として研究倫理審査委員会を設置します．

1．研究倫理審査委員会は，生命・倫理に詳しい有識者と
外部の研究者など 2名以上の外部委員と本学会の役員
によって構成する．

2．研究倫理審査委員会は，互選により委員長 1名，副委
員長 1名を選任する．

3．本学会は，公表を目的とするあらゆる研究について，
事前に研究計画を研究倫理審査委員会において審査す
ることを求める．

4．本学会は，蓄積された臨床データを活用するような研
究についても，研究計画を立案した時点で速やかに研
究倫理審査を受けることを求める．

5．研究倫理審査委員会は，必要に応じて電子的画像音声
ネットワークを用いて審査委員会の協議を行うことを
得る．

第 7号議案　研究会諸規則を一部変更し，学会諸規則とする件
アンダーライン部分を＜＞内の如く訂正する．
1）「健康を守り育てる歯科診療所」の認証に関する細則
本会は，会則（22～ 23条）にもとづき＜削除＞以下の条件
を満たす診療施設を「健康を守り育てる歯科診療所」とし
て認証する．
別に掲げる診療所ステップアップガイドを参考に，次の 4＜

5＞つのカテゴリーにおける目標を一定程度達成したときに
認証申請をすることができる．
A．チーム医療の確立を進める
B．診断情報を分かりやすく患者に提供する
C．患者固有のリスクについて患者の気づきと行動変容を促す
＜C．カリエスリスクの気づきと行動変容＞

＜D．歯周病の予防と治療の基本＞

D．＜ E＞メインテナンスシステムを確立する

申請書類に記載する項目について以下のように整理します．

A．申請書に記載してほしい内容

1．申請年月日

2．申請者

B．診療所データ

1．医療法人名（ふりがな）

2．診療所名（ふりがな）

3．診療所郵便番号

4．診療所住所

5．診療所電話番号

6．開設年月日

C．医療機関責任者データ

1．医療機関の責任者名および会員番号

2．メールアドレス

3．卒業大学

4．卒業年度

5．臨床歴（合計，大学等医局員として 年，勤務医として 年，

開設責任者として　年）

6．学会活動

7．学校歯科医歴

8．地域医療活動歴

D．現在の診療所状況データ

1．ユニット数（内訳，ドクター用，DH用，その他）

2．データ集計用ソフト名（使用年月）

3．歯科医師数（院長を含む）（常勤，パートの方それぞれの人

数）

4．歯科衛生士数（常勤，パートの方それぞれの人数）

5．歯科技工士数（常勤，パートの方それぞれの人数）

6．受付スタッフ数（常勤，パートの方それぞれの人数）

7．歯科助手（常勤，パートの方それぞれの人数）

8．上記以外のサポートスタッフ数（常勤，パートの方それぞ

れの人数）

※現況を記載して頂き，過去からの経歴は不要

E．患者データの確認

1．開業以来の総カルテ枚数（破棄しているカルテを含む）

2．メインテナンス率

� 年間メインテナンス来院者比率．

＝
メインテナンス行為を行なった人数

レセプト枚数（＋自費のみでの来院者数）

これを毎月計算し，12カ月の平均値．

� 3年後メインテナンス移行比率（2013年申請の場合）

メインテナンス行為を行なっている人数

＝
（2012年 1月～ 12月）

3年前の一年間の純初診患者数
（2009年 1月～ 12月）

分母は，純初診患者で，いかなる理由でもすべて含みます．

分子は，その純初診患者のうち，メインテナンス行為を行な

った人数（一度でも）．

*1 転居・死亡などいかなる理由があっても分母には全ての純

初診患者を含めます．

*2 分子は，この一年にメインテナンス目的で来院していて

も，メインテナンス行為をしていなければカウントしませ

ん．また，二年空いたとしても，この期間内に一度でもメ

インテナンス行為をしていればカウントします．補綴処置
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が終わっていない場合だとしても，メインテナンス行為を

していれば含みます．

二年に一度のメインテナンス期間を設定していたために，

この期間にメインテナンス行為をしていない場合は，含み

ません．あくまでも，この期間に「メインテナンス行為」

をしていた人数です．

3．メインテナンスの内容について

例：乳歯列・混合歯列は染め出し研磨，TBI

4．メインテナンスへの移行基準（基準を設けていない場合は

「なし」と記載）

5．規格性のある口腔内写真の撮影状況について

例：乳歯： 3枚，混合歯列： 3枚＋ 6番の萌出本数分，永久

歯： 13枚

6．歯周精密検査の有無と内容

例：16歳以上に実地：ポケット，BOP，PCR（6点法），リ

セッション，動揺度，分岐部，角化歯肉量

7．レントゲンの撮影状況

例：初診時パントモ，歯周検査時フルマウスエックス線写真

8．疾病リスク評価の基本的な考え方

従前通り

A.チーム医療の確立

1.意志表明 「健康を守り育てる歯科医療」を実践する決意をスタッフに表明する

2.医院ぐるみ ヘルスケア学会の催しにスタッフと共に参加する

3.ミーティング スタッフとのミーティングを始める

4.定期的ミーティング 院内ミーティング，勉強会を定期的に開催する

5.組織的運営 院内勉強会の運営をスタッフ主導で組織的に行う

6.共通認識 歯科医師および歯科衛生士が疾患を診る共通の認識をもち，ほぼ全員から積極的な意見が出る

B.診断情報の提供

1.器材を備える 規格化した資料（デンタルエックス線，口腔内写真）を撮る器械および関連器材を備える

2.トレーニング スタッフが資料の規格化の重要性を理解し，ルーティンワークとするためのトレーニングを始める

3.患者への診査情報の提供（1） 規格化された口腔内写真をスタッフが 1人で 5分以内で撮影し，それを用いた情報提供をしている

4.患者への診査情報の提供（2） 成人について規格化された 1口腔単位のデンタルエックス線写真を撮影し，それを用いた情報提供を

している

5.患者情報の蓄積管理 患者情報（画像情報を含む）を蓄積し，日常的に検索利用できる

6.蓄積患者情報の評価と改善 データベースに蓄積した患者情報を評価し，それに基づいて診療を改善できている

C.カリエスリスクの気づきと行動変容

1.生活習慣などの問診 家族歴，生活習慣，病歴など疾病のリスク因子を把握する問診をしている

2.リスク検査の試み カリエスリスクの理解，患者のリスク改善への理解を深める

3.診査ガイドライン 修復学的診査にとどまらないカリオロジーにもとづく診査実施基準を院内で決めている

4.リスク改善と検査 患者が自分のリスクを知り，自ら改善するための情報提供の時間を設け，それに必要なリスク検査を

院内実施基準にもとづいて行っている

5.リスクの改善の成果 個々の患者のリスク改善の成果を何らかの指標で評価し，方法を改善し，再評価している

6.診療所臨床指標の改善 年齢別 DMFT の変化など，何らかの臨床指標で診療の成果が確認できる

D.歯周病の予防と治療の基本

1.すべての成人に診査を勧める 歯をもつすべての成人に歯周病が予防可能な疾患であることを伝え，家族歴，遺伝，生活習慣，病歴

などを問診し，診査を勧めている

2.歯周組織検査など 診査の必要性を理解したすべての成人患者の歯周組織検査と必要に応じたデンタルエックス線撮影を

行う

3.情報共有 検査結果を説明する時間をつくり，患者と情報を共有し，メインテナンス管理の必要性を伝えている

4.セルフケア支援 セルフケアの気づきを与え，禁煙支援，食生活改善支援を行っている

5.確実な初期治療 歯肉炎および初期歯周炎のコントロールが確実にできる院内システムが整い，成果をあげている

6.メインテナンスプログラム メインテナンスプログラムを確立し，多くの患者がメインテナンス受診をつづける態勢と仕組みを整

備し，実績をあげている

7.臨床指標の評価と改善 歯周組織の改善，禁煙支援，食生活改善，口腔衛生の改善について成績を評価し，技術や仕組みの改

善につなげている

E.メインテナンスシステムの確立

1.メインテナンスの重要性 定期的にメインテナンスをすることの重要性を治療終了までの間にどこかできちんと説明する

2.歯科衛生士のアポイント ドクターの診療の合間ではなく，リスクコントロールのための歯科衛生士のアポイントをとる

3.定期管理器具・器材 定期的メインテナンスのための器具，器材を揃える（十分なキュレットの本数，PMTC の器材など）

4.健康手帳・情報管理 健康手帳など自己管理カルテをもってもらい，情報管理システム（設備，作業ルールなど）を整備す

る

5.人材育成 定期的来院患者が増加し，それに対応できる人材を確保し育成している

6.診療所の特性把握 蓄積情報の分析から診療所の特性，欠点，実績，歯科医師，歯科衛生士などの能力が判定できる

ステップアップガイド詳細 （ 認証条件）
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2）講演会等講師謝礼規定
これは，会則第 19条に示す「別に定める講演会等講師謝礼
規定」である．＜削除＞

1．学術講演会・シンポジウム
○会員 *

謝礼： 30分につき 2万円で換算，交通費：実費支給，講
演会参加費：免除，宿泊費：支給（事務局で予約）
* 会員および準会員・会員事業所勤務の者を含む．ただし
役員の場合，特典返上の申し出があればこの限りではな
い．
○非会員 *

謝礼： 120,000円／ 1日（拘束 8時間 **以上），80,000

円／半日（拘束 4時間以上），交通費：実費支給（事務局
で予約）
*会員以外の科学顧問は非会員とみなす
**講演時間ではなく拘束時間
○公務員（非会員）
謝礼：国家公務員倫理法規定等他を考慮し別途設定 *，交
通費：実費支給，宿泊費：支給（事務局で予約）
* 公務員倫理法では謝礼 1時間 20,000円以内．また，土
日以外の講演については大学へ書類提出前に講演者に公
休をとってもらうよう打ち合わせる要あり．

2．ワンデーコースなど各種コース
参加登録収入の 60%で謝礼，交通費をまかなうこととす
るため，30分につき 3万円で換算し謝礼を計算する．
宿泊費：支給（事務局で予約）
歯科衛生士等スタッフ講師は一人あたり 30分につき 2万
円で換算し，補助および診療所のバックアップを考慮し，
事業所責任者（医療法人，診療所その他）に対し 2万円
を加え支払う．
交通費：実費支給（所属歯科医院同伴者も含む）／宿泊
費：支給（事務局で予約）
○司会・進行役（通常運営委員）： 30,000円
交通費：実費支給／宿泊費：支給（事務局で予約）

3）ヘルスケア歯科研究会＜学会＞内互助通貨（ヘルス）実
施規定
本会は研究会設立当初から役員の活動は交通費・宿泊費ま
ですべて個人負担のボランティアにより運営してきました．
しかし事業内容の多様化に伴い，「講師謝礼規定」を設け，
さらに＜削除＞謝礼の対象にならない活動について研究会

＜学会＞の内部だけで流通する通貨を設けることにしまし
た．無償を強調することで，かえって陰の部分が生まれる
ことを懸念した方策です．＜削除＞

【受取ヘルスの目安】
ニュースレター原稿

学術原稿　1編につき 2ヘルス

その他原稿　1編につき 1ヘルス

会誌原稿

学術原稿　1編につき 3ヘルス

その他原稿　1編につき 1ヘルス

基礎コース・実践コース講演など（謝礼と別途）

30分につき 1ヘルス

（スタッフの労役については勤務診療所の正会員が受ける）

司会 1ヘルス

実践コース・プレゼンテーション 1ヘルス

シンポジウム前夜祭

1診療所単位の協力（謝礼なしの場合） 3ヘルス

シンポジウム前夜祭講師

歯科医師講師（謝礼なしの場合） 2ヘルス

学術講演会・シンポジウム

学術講演 30分につき 1ヘルス

司会 1ヘルス

スライド係・照明録音係・その他 1ヘルス

学術研究

翻訳・文献レビューなど（1論文和訳 2ヘルスを目安に労力

に応じて算定）

企画商品などの製作サポート 労力に応じて算定

オピニオンメンバー会議出席・コアメンバー会議等出席

各々 1回につき 1ヘルス

事業推進委員会

事業推進委員会 1回選任につき 3ヘルス

【ヘルスの使い道の目安】
ワンデーコース・実践コースの参加

スタッフの受講　1コースにつき 1人　10ヘルス

学術講演会・シンポジウムへのスタッフ（準会員）の参加

スタッフの受講　1コースにつき 1人　10ヘルス

各種コース（データ管理コースなど）

正会員・スタッフの受講　1日につき 1人　10ヘルス

❍ ワンデーセミナー東京
誰もがここがスタートだった！　スタッフ
と聞きに行こう！　東京ワンデーセミナー
2012年 12月 2日（日）10:00～ 16:30

場所：日本歯科大学九段ホール
参加費：
会員歯科医師 10,000円，他 4,000円
非会員歯科医師 12,000円，他 4,000円
プログラム（予定）：
「ヘルスケアの目指すところ，理解してお

いて欲しいところ」藤木省三
「認証，受けてみます！」林　浩司
「えっ，私たちが講師ですか？」
木村理香，佐久間喜美

「やっててよかった，ヘルスケア診療」
雨宮博志，多田　遥

「誰にでも壁はあります」川嶋　剛
「さあ，歩みだそう」杉山精一

（講師敬称略）

❍ 第 4回ヘルスケア・ウエスト研修会
2013年 1月 27日（日）
場所：小倉歯科医師会館
講師：飯島洋一，藤木省三
参加費
一般；院長　12,000円　その他 6,000円
ヘルスケア・ウエスト会員；

院長　6,000円　その他 4,000円

☆情報交流の場としてご利用ください．掲載希望の方はニュースレター担当渡辺まで
ヘルスケア歯科診療に役立つものであればどんな規模でも OKです．
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数は日本一です．国からの援助が多く保

養施設等が多いと NNKの傾向が強くな

るようです．

このように，健康への取り組みとし

て，歯科医院から患者さんや地域の方に

伝えたいこと，歯科医院だからこそ伝え

られることが，著書の中にたくさん盛り

込まれています．それは，従来からの常

識を大きく翻すものでした．

�お酒を毎日飲む．�コレステロー

ルが高め．� お出かけ頻度が高い．

�仕事を続ける．�買いもの好きは長

生だ．� 病院より美容院に行こう．

など，興味深いものが目白押しです．

そして，このデータの中で，「かかり

つけ歯科医」自体が健康長寿に関わる要

因であること，「かかりつけ歯科医」→

セルフケアを呼ぶ→予防や健康への意識

が高まる→予防を行うためにかかりつけ

歯科医へ行く，という良いサイクル（循

環）ができてくるというのは，これはま

さに，「健康を守り育てる診療所」を推

奨していることになるのです．

ちなみに，かかりつけ歯科医をもつ人

の生活特性は次のようになっています．

�自分は「とても健康だ」，または「ま

あまあ健康だ」と思っている．

�自分の生活に満足している．

� トイレに行き，お風呂に入るなど，

自分の力で日常生活を送っている．

� 買い物や書くこと，読むこと，預金

の出し入れなどにも支障のない暮らし

をしている．

� 週に 3～ 4回は外出し，趣味活動を

活発に行っている．

今回ご紹介する著書の中にある「長生

きと健康寿命」のグラフは，疾病の状態

が長寿にどのように関係するかを表して

います． の線は，急性の疾病など

で亡くなる方です． の線は寝たき

りになり亡くなる方， の線は医療

や介護でいくらか持ち直した場合の線で

すが，寝たきりを続けてそのまま亡くな

ることを NNK（ネンネンコロリ）と言

います．これと反対に， の線は寿

命のぎりぎりまで健康でいて，ある日突

然寿命を迎えるという線です．亡くなる

直前まで健康でピンピンしていて，ある

日突然コロリと亡くなることから PPK

（ピンピンコロリ）と言います．NNKと

PPK，どちらがよいかというと，皆さん

PPKでありたいと思うのではないでしょ

うか．

人々ができるだけ長く健康でいたいと

思う理由には，やりたいことがある，病

気になっている暇はない，大切な家族と

長く幸せに暮らしたい等があります．さ

らに言うと，病気になると色々な面で周

囲の世話になるため迷惑をかけたくな

い，ただただ長生きしたい，長く人生を

楽しみたい，そういったことも健康でい

たい理由の一つに挙げられます．できる

だけ長く健康な状態で暮らし，最後は寿

命として，すっと亡くなるという理想的

な生き方が の線，PPKになりま

す．医療費問題の面からみても，NNK

を減らし，PPKを増やすことが，今求め

られている健康支援方法なのです．

PPKは長野県に多く，NNKは沖縄に

多いそうです．そのことから，人の健康

は，お金の使い方で分かれてくることが

わかりました．長野県のお年寄り

はよく働き，国の補助金が少なく，

標高が高く，生涯学習に力を入れ

ています．このようなことが原因

としてあげられ，健康長寿モデル

県となっています．

沖縄県の方は，国からの補助金

が多く，今や施設の人口当たりの

7月 22日の「健康を守り育てる診療

所」認証ミーティングにおいては，多く

の皆さまのご助力を頂き，認証を頂くこ

ととなりました．これを機会に，プレゼ

ンテーションの中でご紹介いたしました

「食と健康」についてのテーマをお伝え

してまいります．

今回は，星 旦二教授の著書「ピンピ

ンコロリの法則」と「なぜ，『かかりつ

け歯科医』のいる人は長寿なのか？」の

ご紹介をします．著者の星教授は，東京

都多摩市在住で，首都大学東京大学院教

授としてご活躍されています．厚生省の

出身ですが，その言動から官僚の枠には

まりきらない方です．多摩市をはじめ，

自治体と共同での『大規模追跡調査』に

取り組み，その結果わかった「健康寿

命」，つまり『ピンピンコロリ（PPK）

の法則』を見つけられ，発表されていま

す．

ピンピンコロリの法則
2010 年 8 月　798 円（税込）

なぜ，『かかりつけ歯科医』
のいる人は長寿なのか？

2012 年 2 月　840 円（税込）

著者；星旦二

出版；ワニブックス刊

長生きと健康寿命

障がい

致死

軽症

重症

健康寿命
健康な毎日の生活

長寿につながる

新しい
健康支援方法

PPK
ピンピンコロリ

NNK
ネンネンコロリ

長寿につながらない

引用文献：データに基づく健康長寿の秘訣（多摩市）
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� 週に 3～ 4回は，友人や近所との付

き合いをしている．

� 何らかの疾病をもつものの，かかり

つけ内科医によって，自身の健康を管

理している．

著書の最後は「我が国の皆保険制度が

発足して半世紀がたっています．これま

での出来高払い制度ではなく，予防重視

システムへと先行しない限り，我が国の

皆保険制度はいずれ破綻する可能性が極

めて高いと思っています．新しい歯科保

険が，予防給付つまり，予防効果や成果

に基づいた医療制度設計の先駆けになる

ことを期待しています．

歯科医師をとりまく状況は厳しさを増

す一方ではありますが，我が国の歯科保

健状況の改善へ向け，全国の歯科医師の

みなさまにもおおいなるご尽力をお願い

したいと思っております」という言葉で

しめられています．「健康を守り育てる

診療所」として，周りの人にも，スタッ

フにもぜひ伝えて頂きたい 1冊です．今

後，地域の方々の健康維持における歯科

医院の重要性を認識いただけるように，

参考にして頂きたいと思います．

岩井は，毎日お酒を飲んで，ピンピン

コロリを目指していきます．

歯科医院という小さな組織の中でとり

わけリーダーである院長の役割はとても

大きいものがあります．「よい組織には

必ずよいリーダーがいる」と，よく言わ

れますが，過去の自分の経験を思い返し

てみても確かにうなずけます．そこで今

回は，リーダーの役割とは何かを考えて

みたいと思います．

はじめに考えておきたいことは人の成

長についてです．「分からないことが分

かるようになった」「できないことがで

きるようになった」これらの変化も成長

と言えるでしょう．しかし，経験的に身

に付くものより，仕事に向き合う姿勢の

変化が本来の成長でしょう．

「前より積極的で表情が明るくなった」

「自分からセミナーに参加するようにな

った」など，特に人から指示されなくて

も自分で考え行動を選択できるようにな

る．こんなとき，リーダーとしては「成

長したな…」と，心の中で思ったりする

わけです．

では，この変化の背景には何があるの

でしょう？　やはり，仕事に対しての捉

ずです．リーダーが栄養たっぷりの土壌

と太陽を用意し環境を整えるのです．

そして二つ目は『人をよくみること』

です．表情や声のトーン，使う言葉な

ど，五感で人を感じること．そして声を

かけること．子どもが逆上がりをすると

きの補助をするように，背中を押す強さ

から応援する言葉掛けまで，その子をよ

くみていないと決してできません．花に

水をあげるときも一緒で，水の量は？

タイミングは？　などをよくみて，考え

るわけです．

人の成長を目の当たりにするのはとて

も嬉しいことです．同時に，思うように

成長してくれないことも経験します．そ

の中でリーダーは悩み，苦しみ，そして

成長していくのだと思います．

当院のスタッフは自分も含め全員，こ

れから子育てをするか今現在子育てをし

ています．これからの未来は子どもたち

が創ると言いますが，その子どもを育て

るのは我々親です．

未来を創る責任，未来を創る価値を感

じて主体性を持ち，これからを生きてい

きたいものです．そんな彼女たちの成長

の一端を担う，リーダーである院長の役

割はとてのやりがいのあるものですね！

リーダーの役割とは

定岡博之（久喜市開業　ハートデンタルクリニック）

え方の変化があるのではないでしょう

か．具体的に言うと，「仕事に責任を持

つようになったこと」「仕事に価値を見

いだせるようになったこと」．つまりは

主体性を持つようになったということで

しょう．

人の成長はよく花に喩えられますが，

「主体性を持つ」とは花でいうところの

「発芽」にあたるのではないでしょうか．

主体性を持ち，どんどん成長してそして

いつかは自分だけの花を咲かせる．

ですから，『主体的になれ！』と言わ

れて主体的になるのは本物ではないわけ

です．先の花の喩えで考えると明らか

で，条件さえ整えば発芽する時は勝手に

するものです．

これを医院で置き換えると，リーダー

である院長の役割が挙げられます．一つ

目は『主体性を持てる環境を整えるこ

と』です．スタッフが仕事に責任を持て

る仕組みを作ったり，自分たちの仕事が

いかに大切な仕事なのかを何度も伝えた

り．そんななか，気づいたら一人，二人

と変わっていくスタッフが現れてくるは
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22 診療室の目標 4 新たなう蝕・歯周病の発症をコントロールし，70 歳時の平均欠損歯数を 5歯以下にする

患者様の苦痛を取り除け！　～健康を守り育てるために～
野村英孝（前橋市開業　あすなろ歯科）

連載 10

知覚過敏を訴えた当院のスタッフの

症例から

初診時（2009年 6月）21歳　女性

主訴：左上 4番痛み（Hys）

エアー痛（＋）

上下の歯が接触すると痛い．ただし，

咀嚼時は問題ないという奇妙なもので，

なんだか不思議に感じたことを覚えてい

ます．簡単な知覚過敏処置だけで，とく

に治療を行うこともなく過ごしていまし

たが，2010年 9月，とうとう，左の顎

が痛くて咬めないと訴えてきました．

行き当たりばったりで，中途半端に学

んだスプリントを装着してもらい，患者

様（スタッフ）自身の紛失．再制作後，

再装着．そんなことをくり返しているう

ちに，少し症状は改善したように思って

いましたが，しかし，数か月後，今度は

知覚過敏がひどくなって…　「ご飯を食

べるのも嫌です！！　スプリントって入

れていた方がいいんですか！」と訴えか

けられました．

歯科医師として説明・診断・施術が不

十分であること痛感させられました．さ

らに，知覚過敏は悪化し，症状改善のた

めに，歯の形態修正を行いました．

そうすると翌日知覚過敏はなくなりま

した．ところが今度は 3日後くらいに何

もしなくても顎関節部の痛みが発現し始

め，片頭痛もひどく，仕事もままならな

い状態になってきました．こちらが施術

したことがきっかけになって…　スタッ

フの不機嫌な態度を見ても怒るわけにも

いかず（実際は怒っていたそうですが）

困ってしまいました．

もう一度診断をしなおすために，市内

の病院にて顎関節部の MRIを撮像．左

右ともに，関節円板が復位性の関節円板

前方転移であることが読み取れました．

関節円板内には貯留液らしい画像も見ら

れ，関節腔内で炎症が起きていると考え

られました．

詳しく問診を取ると中学から片頭痛で

学校を休むこともあったとのことで，起

床時に開口障害を伴うこともあったそう

です．つまりは中学くらいから顎関節症

の既往があり，夜のクレンチングが原因

で，偏頭痛や顎関節症の症状を発症して

いたことが予想されました．

さらに問診を進めると…　寝ていると

きや TVを見ているとき下のような右側
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から顎を押さえつけるような生活習慣が

多く，右から左に向けて上下顎に力をか

けることが多いことがわかりました．

パノラマエックス線写真を見直すと，

鼻中隔が左に偏位していることが読み取

れます．

また，下顎骨そのものは幅が広く，2

次元的な見方だけですが 15mmくらいの

インプラントでも挿入できるくらいの骨

幅を持っていました．これは幼少期から

のクレンチングにより，骨が発達してき

たことを推測させます．

また，エックス線写真を確認すると，

左右の上顎 7番の遠心部分に垂直性の骨

吸収が進んでいることが認められました．

歯科医院のスタッフですからそれなり

にブラッシングの意識も知識も持ち合わ

せています．口腔衛生状態は悪くありま

せん．さらにまだ 24歳ですが，年齢の

割には重度の骨吸収像と言えます．

さらに，幼少期の写真を探してもらう

と…

1歳前から，右側を下にしたうつぶせ

寝を常に行っていて，幼少期も常にうつ

ぶせ寝だったそうです．つまりは，幼少

期からのこの寝かたと，クレンチングの

癖により，左顎を上後方に押し付け，顎

関節症になっていった経緯が推測されま

した．

その後，治療はほとんど行わず，寝か

たや騁杖などの生活習慣を気をつけても

らい，気づいたときには常に上下の歯を

離すことを徹底してもらいました．する

と…　1ヵ月過ぎるころ，偏頭痛はほと

んどなくなり，「知覚過敏は？」と質問

すると…　「あれ？　どこだっけ？」と

本人も分からなくなるくらい不快症状は

ほぼなくなってきているようです．

本当に，患者様の健康を守ろうと思っ

たときに，その方の生活習慣，歯を痛め

るような幼少期からの癖を早期に取り除

いておくことは，医療者としての役目で

す．そんなことを思い知らされる一症例

でした．

結果的に患者様の主訴の解決方法は，

本人の生活習慣の改善だけでした．

訃報　森村繁雄さん（株式会社モリムラ会長）

日本ヘルスケア歯科研究会の設立に深くかかわり，発足

にあたって暫く事務局を引き受けていただいた株式会社モ

リムラの森村繁雄さんが，病気療養中のところ，去る 8月

11日に逝去されました．モリムラは，歯科の中でももっ

とも後発の小規模な問屋ですが，森村繁雄さんは常々「口

腔内の健康プロデューサーでありたい」という明確な企業

理念をもって仕事をされていました．80年代半ば，子会

社の株式会社エイコーの代表だった当時，同社の大竹喜一

さんとともに診療室での予防定期管理の可能性を紹介する

ため，雑誌の責任者だった筆者らと連携してスウェーデン

からアクセルソン教授を招くとともに予防定期管理のキャ

ンペインを展開しました．当時は，予防歯科と言えば公衆

衛生の問題だと考えられていたわけですから，画期的な試

みであったと思います．アクセルソン教授の最初の PMTC

の翻訳書『臨床予防歯科の実践』（1992年）は，エイコー

が出版元になりました．

後に大竹さんは熊谷 崇さんにブラッタール教授を紹介

し，カリエスリスク検査キットのサリバテスト（当時

Orion Diagnostica 社）の輸入代理店になりました．そのよ

うな流れから，熊谷 崇さんと柏田聰明さんが連携して研

究会を立ち上げようという話になったとき，バックアップ

を買って出たのは森村さんでした．そして設立時から 1年

間，研究会の事務局を無償で引き受けてくださいました．

森村繁雄さんの社葬は，8月 21日午後，芝の増上寺で

しめやかに執り行われました．ご報告し，ご冥福をお祈り

申し上げます．

（秋元秀俊）



歯科衛生士育成基礎コース
2012年 7月 15・ 16日　太陽歯科衛生士専門学校

基礎コース 1日目は，

改めて考え直さなければならない

…，と実感しました．

親川奈未子（中頭歯科診療室・沖縄市）

今回，初めて日本ヘルスケア歯科学会

の育成基礎コースに参加させていただく

ことになりました．一日目の講義を受講

してたくさんのころに気づかされまし

た．歯科衛生士であることの意味，歯科

衛生士としてやるべきことを改めて考え

直さなければならない…，と実感しまし

た．私たちは，歯科衛生士として患者様

に何をしてあげられるか？　常に患者様

のことを思い責任を持たなくてはいけな

いと思いました．そのためには，やはり

基礎はとても大切だと感じました．

日々の生活の中で少しのことでも，相

手のことを思い考え行動したいです．

私は，臨床に出てまだ 2年半で，分か

らないことや不安になることもたくさん

あります．受講する前は，診療に対して

自分はできているだろうか？　と，とて

も不安になり自信がもてず，よく悩んで

いました．ですが，今回先生方のお話を

聞くことができて，自分が自信を持つた

めには，日々の努力や積み重ねが大切だ

と知ることができたので，毎日少しずつ

挑戦していきたいと思います．自分に自

信をつけることで患者様へのアドバイス

や対応も幅広くなると思うので，意識し

て頑張りたいです．

一本でも多く大切な歯を健康な状態で

残し，一人でもたくさんの患者様に喜ん

でもらえる様に自分だけでではなく，医

院全員で目標にして業務をこなせたらい

いなと思います．

〈「点」の歯科診療ではなく…「線」の

歯科診療〉と仰っていたように長期的に

患者様一人ひとりとおつきあいしていき

たいと思います．

研修もまだまだ続きますが，たくさん

のことを学び，これからの業務にいかし

ていきたいと思いますのでよろしくお願

いいたします．

9月，11月の研修もとても楽しみで

す．

◆　◇　◆

“人は「こうなりたい」という『願

望』の下にしか行動できない”

鍬野恵子（難波歯科医院・倉敷市）

以前より毎日の業務に「これでいいの

か？」と疑問だらけで悶々としながらも

忙しさに流されていました．そんなな

か，6月の大阪でのヘルスケアミーティ

ングで，認定歯科衛生士を取得された方

の発表を聞き「コレだ！」と思い申込み

ました．よく調べず申請してしまったた

め，申込み後に送付された資料に口腔内

撮影カメラを持参するようにとあり，大

急ぎで院長にカメラを購入してもらい，

スタッフの皆に付き合ってもらって毎朝

練習したり，本を読んだりとてんてこ舞

いのなか，この日を迎えました．

1日目はヘルスケア歯科診療の概念に

ついて，システムの流れと歯科衛生士の

役割，歯科衛生士コース概要説明，コミ

ュニケーションスキルの講義でした．

“人は「こうなりたい」という『願望』

の下にしか行動できない”

例えば TBIを何度行っても変化が見ら

れない…　その理由が判明しました．そ

の人の『歯を磨く』という行動に変化を

与える動機がないのに変化するわけがな

いのです．

考えてみると私がこのコースに参加す

るのを決めたのも「もっと自信を持って

働きたい」という『願望』から自ら申し

込み，自らのお金と時間を使いここに居

るのだと．もし自らの意思ではなくここ

にいたら…　いや，まずここにはいない

と．

患者さんも同じで，私たちが一生懸命

に TBIを行っても患者さん自身がそれを

必要と気づき口腔内を良くしたいという

『願望』がなければ，それを取り入れる

ことはできないと思いました．治療を進

めていくうえで先ずは患者さんの『願

望』を引き出せるような会話になるよう

に「枕詞・オウム返し」などを駆使しな

がら傾聴しその内容を承認する．それに
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対してコンサルティング・情報提供を行

うことにより初めて患者さんの『願望』

に応える治療を行えるのだと学びまし

た．

自分が経験したように『願望』を明確

にするため『願望』を声に出していただ

き，気づきを与えられるような会話がで

きるような訓練が必要だと思いました．

◇　◆　◇

基礎コース 2日目は，

口腔内写真撮影と歯周組織検査の実

習でした．

原美波（医）慶仁会福本歯科医院・

横浜市）

口腔内写真撮影実習では 9枚法を教え

ていただき，普段は 5枚法だったので撮

影の仕方もわからなくてとても不安でし

たが，基礎から丁寧に教えていただいた

ので，なんとか撮りたい部位をしっかり

撮ることができ，これからの検定に向け

てのアドバイスもしていただいたので，

医院に戻りしっかり練習をして，きちん

とした規格写真が撮れるように頑張りた

いと思いました．また，撮影の仕方は理

解しても，まだ慣れていないので素早く

的確に撮ることができず現段階では患者

さんにも苦痛を与えることになってしま

うので，ただ撮るだけでなく苦痛になら

ないように，なおかつデータとして十分

な写真が撮れることを目標に日々努力し

ていきたいと思います．

歯周組織検査実習では，今までの自分

がどれだけ基礎ができていないかを痛感

しました．プローブの持ち方や術中の姿

勢など普段なかなか気づかずに悪い姿勢

や持ち方のままになってしまっていたの

で，自分の体を守るためにも，患者さん

に不快な思いをさせないためにも直して

いかなくてはいけないし，今気づいてと

てもよかったなと思いました．

実習中は臼歯部を中心にミラーテクニ

ックやプローブの挿入角度など，できて

いないところ，やりにくいところをアド

バイスしていただき，実習前よりスムー

ズな検査ができるようになりました．ま

だまだ注意していただいたところや姿勢

など意識しないと元に戻ってしまう部分

はありますが，医院に戻ってから練習を

繰り返し，コツをつかんで自分のものに

していきたいです．

私はまだ今年歯科衛生士になったばか

りでの参加だったので，実習はとても不

安でしたが 1年目でこのようなセミナー

に参加して，歯周組織検査や口腔内写真

の基礎を学べたことは自分の技術向上の

ためにもとても貴重な経験で，この後の

セミナーや検定に向けてますます努力を

し，歯科衛生士として技術をもっともっ

と高めていきたいと思いました．そして

このセミナーが終了したとき，自分が大

きく成長できるように頑張っていきたい

です．

◆　◇　◆

プローブの挿入方法がとてもやりや

すく，目から鱗でした．

藤田絵理子（荒井歯科医院・横浜市）

口腔内写真撮影実習は，受講生同士で

撮りあい，お互いに患者様の気持ちにな

れ，力加減の仕方がわかりました．

普段歯科医院で撮影する際には，水平

位なのですが，ヘルスケアの基準だと立

位でした．少し戸惑いもありましたが，

そのほうが唾液を患者様が飲み込んでく

ださり，術者の体の負担が減るので，と

てもやりやすかったです．

知らず知らずの間に自分が

屈んで撮影をしていたので

すが，指導の歯科衛生士さ

んに指摘されました．ユニ

ットの位置を少し変えるこ

とにより，正しい姿勢で，

体に負担がかからず撮影す

ることができました．ほん

の小さなことですが，自分

の癖などがわかり，とても勉強になりま

した．

歯周組織検査実習では，基本的なこと

を学びました．姿勢・ポジジョニンク・

プローブの持ち方・ウォーキングストロ

ークなど，新しい発見がたくさんありま

した．姿勢は，いつも猫背になってしま

っていたので，気をつけていきたいで

す．

歯周組織検査やスケーリング時には，

ミラーテクニックをあまり使わず自分の

体勢を変えて行っていました．しかし，

それでは自分の体に負担がかかってしま

い，長く歯科衛生士を続けていくにあた

り障害がでてきてしまうので，正しい姿

勢でミラーテクニックを駆使していきた

いです．特にミラーでの最遠心の見方，

プローブの挿入方法がとてもやりやす

く，目から鱗でした．執筆状変法把持法

は，学生の時に習いましたが，自己流に

なっていました．正しい持ち方をしっか

りとマスターしていきたいです．グミを

使い，プローブの圧は，穴があかない程

度ということを学びました．後輩指導の

際にも自分の勉強の再確認の際に使用し

ていきたいです．

できるだけ患者様に負担をかけず，不

快な思いをさせず，時間内に正確にでき

るのがプロだと思います．ヘルスケア認

定歯科衛生士検定試験に合格できるよう

に，日々の練習をし，技術を身につけて

いきたいと思います．
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報告

有松稔晃（北九州市開業）

ヘルスケアウエストが産声を上げてか

ら，今年で二年目を迎えました．その間

に広島以西の地域から，30名を超える

方々が会員として参加してくださいまし

たが，おかげをもちまして，早くも第 3

回ヘルスケア・ウエスト　スタッフ研修

会開催の運びとなりました．今回はヘル

スケア型診療を実践するなかで，患者さ

んとの関わりを中心にスタッフとともに

勉強したいとの役員の思いから，『健康

を守り育てる「ヘルスケア型診療」―患

者さんの心に届く予防―』をメインテー

マに 2012年 7月 29日（日）福岡県歯科

医師会館 5階視聴覚教室にて開催いたし

ました．

午前 10時の開始から定員 120名を超

える入場者を前に，オリエンテーション

として，当会副代表　梅津哲夫さんか

ら，5月に行われた口腔内写真実習をは

じめとする，ヘルスケア・ウエストの活

動紹介がありました．

次に基調講演として，フリーランス歯

科衛生士井上和さんから，「あなたはな

んのためにそこにいるのか　患者さんが

望んでいること」と題したご講演をいた

だきました．今回の参加者のうち 80有

余名が歯科衛生士などコ・デンタルの

方々でしたが，「仕事楽しいですか？」

「もしあなたが患者さんだとして，歯科

医院に行ったときに，今のあなたに出会

ったときに，患者さんのあなたにとっ

て，医院のあなたは満足できますか？」

と，心にぐっと響くフレーズを印象深い

写真やイラストとともにちりばめた熱い

お話は，最後は力強く「やろう！」で締

めくくられました．コ・デンタルの方だ

けでなく，私たち歯科医師もプロとして

の矜持を再確認させられるお話でした．

引き続き会員発表です．当会では，毎

回のスタッフセミナーに会員発表を組み

込み，会員相互の意識向上をはかってい

ます．前回はヘルスケア型診療を目指す

若手主体の発表でしたが，今回はベテラ

ンのお二人が発表しました．佐賀県小城

市開業の副島歯科医院 副島 渉さんは

「生きがいのある歯科医院を目指して」

の演題で，「院長だけが医院の経営を考

えて来た」時代から，「スタッフみんな

で歯科医院経営を考える」ことで，成し

遂げた成功体験をユーモアたっぷりの佐

賀弁で，お話しいただきました．「院長

が変わることで，医院が変わる」という

言葉が非常に印象に残りました．

次に，福岡県糸島郡開業　半田歯科医

院半田正さんから，「スタッフと一緒に

取り組むヘルスケア」として，「公共の

福祉への貢献」という志をもった無歯科

医町での開業から，日常の診療に追われ

る 10年を経て出会った日本ヘルスケア

歯科学会に入会して，平成 18年度 4月

に「認証歯科診療所」を取得するまでの

経緯をお話しいただきました．当会のヘ

ルスケア型診療を目指す若手の，身近で

尊敬すべきお手本でもあります．さら

に，ヘルスケア・ウエストの萌芽となっ

た，福岡におけるワンデーセミナーの開

催の歴史や，勤務される歯科衛生士さん

から，ご自身の医院におけるリスクのあ

る定期管理の患者さんに行っている 3DS

法についての報告がありました．

午後からは，群馬県前橋市開業　大野

歯科医院 大野純一さんの特別講演「で

は，予防歯科を考えよう！」です．「予

防のやり方はどうでも，いい」というシ

ョッキングなフレーズからはじまったお

話は，正直驚きを隠せませんでしたが，

量子力学の発達以降，還元主義的な思考

法が否定されていることを考えると，

「上手くいっているなら，Do more! 違っ

ていると思うなら，Do different!」「あ

えて数値化する必要はない」，「術者の主

観で構わない，経験を積めば判断は一致

してくる」というコメントは非常に臨床

に即した内容であると思いました．その

後，ご自身の診療室を引き合いに，それ

ぞれの医院の規模や地域性にあった，や

り方があり，それぞれにメリット，デメ

リットがあることをご指摘いただきまし

た．また予防と治療は不可分のものであ

ること，リスクを知るためには，問診が

メインであり，予防行動に対しては，患

者さんの無意識下への働きかけが重要で

あるという興味深いご意見をいただきま

した．

最後に北九州市開業の千草歯科医院

千草隆治さんが座長として，シンポジウ

ム「『ヘルスケア型診療』患者さんの心

に届く予防」が開催されました．キーワ

ードとして，他者とのコミュニケーショ

ンを中心に，活発な議論が繰り広げられ

ました．大野さん，井上さん，いずれも

コミュニケーションに関しては，専門の

先生から，さまざまな知識と技術を習得

されておられ，その経験から貴重なご意

見をいただきました．また半田さん，副

島さんのご講演に対する質問も相次ぎ，

充実したシンポジウムとなりました．セ

ミナーの最後には遠路ご出席をいただき

ました，杉山精一さん（日本ヘルスケア

歯科学会代表）と藤木省三さん（同副代

表）より，暖かくも貴重なご意見をいた

第 3回ヘルスケア・ウエスト研修会
2012年 7月 29日　福岡県歯科医師会館
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だきました．心より感謝いたします．

また，ヘルスケア・ウエストは，8月

19日に第二回口腔内写真実習を開催し，

2013年 1月 27日に第四回スタッフセミ

ナー研修会開催を予定しています．今後

も多くのみなさんのご参加を得て，ヘル

スケア型診療の普及と自身の研鑽を重ね

たいと思っています．

■　□　■

参加して

古田扶美子（歯科衛生士・桂川歯科）

へルスケア・ウエスト　スタッフ研修

会に参加して，先生方や歯科衛生士の方

の講演を聞き，…何か行動を起こさなく

てはいけないと思いました．

井上 和さんの講演で最初に「仕事っ

て楽しいですか？」と聞かれ，自分自身

に問うと，今の私は「楽しくないことは

ない，というあいまいな答えになってし

まいます．それはメインテナンスに通っ

上げ，相乗効果がうまれるということで

す．私もいろんな話に興味を持って，患

者さんの状況を把握できるよう，関係が

途切れないように信頼関係を作り上げて

いきたいと思います．

シンポジウムでは安心感を与えて，情

報を引き出す，人を動かすコミュニケー

ション能力が必要だと話されていました．

もっともっと勉強して患者さんの本音を

引き出せるような人間関係作りを医院全

体で取り組んでいきたいと思います．

ていただいてもカリエスができてしまっ

たり，歯周病が進んだりして悩むことが

あるからです．そういう患者さんが少し

でも減れば，もっと自信をもって「仕事

って楽しいです」と言えるような気がし

ます．

メインテナンスの患者さんが来院され

て「お変わりありませんか？」の問いか

けに「大丈夫です，なんともないよ」と

いうお言葉を，たくさんの方からもらえ

るよう真剣に取り組んでいきたいと思い

ます．

大野先生が書かれた本を当医院で輪読

会をして勉強しておりましたが，

実際お話を聞かせていただき大

変参考になりました．

リスクを知るためには問診が

とても重要だということがわか

りました．また，コミュニケー

ションをとおして患者さんの望

みを知り，知識を提供すること

で予防行動のモチベーションを

〈会員〉

会員歯科医師 10,000円
スタッフ 4,000円

〈非会員〉

非会員歯科医師 12,000円
スタッフ 4,000円

参
加
費

2012 年 12 月 2 日（日）10:00 ～ 16:30

日本歯科大学九段ホール（東京都千代田区富士見 1-9-20）

ワンデーセミナー東京　プログラム

・ヘルスケアの目指すところ，理解しておいて欲しいこと 藤木省三（神戸市）

・認証，受けてみます！　　林浩司（真岡市）

・えっ，私たちが講師ですか？　　木村理香，佐久間喜美（おかもと歯科医院）

・やっててよかった，ヘルスケア診療　　雨宮博志，多田遥（秦野市）

・誰にでも壁はあります 川嶋剛（国立市）

・さあ，歩みだそう 杉山精一（八千代市）

※参加費に昼食代を含みます

※お申し込み・お問い合わせは事務局まで
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■第 2回コアメンバー会議

2012年2月10日20:00～ 22:00

【報告】

・介護施設雑誌（フリー月崎さん）からの取

材・記事協力依頼について

・東京ワンデーコースに関して

・ 2012 ヘルスケアミーティングの会場，懇

親会に関して

【協議】

・決算の承認に関して

次回から決算総会をオピニオンメンバー＝代

議員で開催する必要があるので，2013 年

から 2 月に決算総会（＝オピニオンメンバ

ー会議）を設定する．それに併せて講演会な

どの催しものを企画する．

・認証ミーティングに関して

メインテナンス率について，東京ヘルスケア

スタッフミーティングでは，コンセンサスは

出なかった．メインテナンスが必ずしもうま

くいっていない診療所では（メインテナンス

率＝来院した人／葉書を出した人）というよ

うな考え方になってしまっている．集約した

コアメンバー診療所のメインテナンス率を例

示する．

基準 1 ：メインテナンス来院者数／月の来院

者総数（ヘルスケア型に移行して経年的に増

加するが，認証申請は3割以上が望ましい）

基準2： 3年前の1年間に初診で来院した者

のうち昨年 1 年間にメンテナンス来院した

者の数（率を問題にしない．これが算出でき

ることを要件にする．人口流動性，地域性，

紹介患者率，親子での開業などコアメンバー

の数値を参考として示す）

・下部組織（勉強会）に関して

・ヘルスケアミーティング 2012 に向けての

歯科衛生士「診療補助業務」のアンケート調

査

・認定分科会登録が否決された件

原著論文の数が少ないことが決定的な問題なの

で，8 月の登録申請までに症例報告を含む

10編以上の原著論文を用意する．

・MIHの疫学調査に関して

グローブ，ガーゼなど消耗品につき10万円

程度の研究支援をすることを了承した．

・ORCAについて

■第 3回コアメンバー会議

2012年3月9日20:00～ 22:00

【意見交換】

・日歯大久保会長編集の書籍刊行に際して，内

容について感想等

【協議事項】

・2012年度ヘルスケアミーティング関係

・倫理委員会について

【各部会・委員会懸案事項】

1）歯科衛生士研修委員会

認定更新の条件，公認団体の条件とはなにか，

どう決めるべきか．ポイント制とするが，ポ

イント算定の対象となる団体の選定は，研修

委員会で判断する．

2）認証委員会

現在 2 名から正式に認証申請があり．連絡

をとって，準備を進めている状態．その他，

問い合わせは数名あるため，一応 3 月末く

らいまでをめどに決定する．

3）セミナー委員会

12月2日にワンデーミーティングを東京で開

催

4）会誌委員会

現在数編の論文の提出がある．可能であれば，

2011，2012 の会誌を 8月の申請時まで

に発行する．

■第 4回コアメンバー会議

2012年4月13日20:00～ 22:00

【協議】

・2012年度ヘルスケアミーティング

・認証申請者に対する確認事項について

・倫理委員会についての準備会合について

【報告】

・歯科衛生士の業務範囲のアンケートについて

・ポスターセッションについて

・ヘルスケアミーティング 2012 外部シン

ポジストの状況

・会誌の進行状況について

・認証ミーティング

■第 5回コアメンバー会議

2012年5月11日20:00～ 22：00

森谷，杉山，渡辺，斉藤，藤木，秋元，岡本，

田中，河野，寺田

・認証ミーティング

外部審査員　神谷恵子さん（弁護士），尾崎

雄さん（元日経新聞記者・フリージャーナリ

スト）に打診している．天野先生には抄録を

依頼した．

・ヘルスケアミーティングに関して

日本歯周病学会，日本歯科衛生士会に依頼状

を出す．出席が見込めないようならば，他の

学会なども考える．

・歯科衛生士業務範囲アンケート

会員全員に 6 月ニュースレターに同封（フ

ァックス）で実施．Web 上でも回答できる

ようにする．

・学会倫理審査委員についてのWeb 会議（5

月18日）

花田先生，田中，杉山，秋元だが，ほかにメ

ーリングリストで出席者募る

・診療所認証の申請書式（申請条件）について

修正点の協議

メインテナンスの定義（どのようなものをメ

インテナンスというか）

発表者がどんなことをメインテナンスとして

いるかを申請書類に書いてもらう

メインテナンス率の定義は

年間メインテナンス来院者比率

3年後メインテナンス移行比率

学位や資格，所属学会などは認証の診査に関

係ないので省いた方が良いのではという意見

があったが，その人のプロフィールが分かる

ので，継続する．

開業以来の年次推移は，記録を探して記入す

るのが繁雑な作業となるので，申請書類では

省く．プレゼンの中で簡単に触れる程度で良

い．

今，自分の医院がどの段階にいるのかをステ

ップアップガイドに記入してもらう．

申請書類の改訂版を森谷が作成し，一度コア

メンバーで記入して，最終チェックをする．

最終版を会誌に報告する．

・会誌論文について

寺田の体調不良により会誌委員会は一時的に

渡辺が引継ぐ．一人に集中しないように持ち

回りでやるのがいいのではないか．

・育成コースのテキスト出版

衛生士育成コースのテキスト，検定の詳しい

評価基準をまとめてテキストを作成し，それ

をクインテッセンスから出版したいとする申

し入れがある．河野が中心となって進めるこ

とを了とした．

・大阪ワンデーの申し込み

すでに160名くらいあり，寺田の代わりに

丸山先生が発表予定．

・オピニオンメンバー会議

来年 2 月の企画案を検討する．意味があっ

て，集まるオピニオンメンバーにも利益があ

ることを皆で考える

・予算・決算，細則の変更など
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47 歳，わずか半年の闘病生活の末の他界

に哀惜の念に堪えない思いです．

私は風見さんがHu-Friedy 退社後に設立し

たシャープニング社の公認インストラクタ

ーとして活動させていただいておりました．

シャープニングセミナーを専門に行うと

いう，日本でも類を見ない業態ではありま

したが，真面目なお人柄が多くの歯科医療

関係者からの信頼を得て，累計では1万5千

人を越える受講者が，風見さんのシャープ

ニングセミナーを受講されました．

「日本中のスケーラーを鋭い切れ味にした

い」それが風見さんの目指すものでした．

歯科の有資格者ではないにも関わらず，

インスツルメントの特性と用途を深く理解

し，初心者にも分かりやすく伝えるまでに

なるには，多くのご苦労があったことと思

います．

風見さんのトレードマークは黄色いシャ

ツと短く整えられた髪．毎日の日課であっ

たランニングは出張セミナー先でも欠かさ

なかったというスポーツマン．

茨城のご出身ですが英語はネイティブレ

ベルで同時通訳もこなす凄腕．

セミナーでは日本人にはちょっと恥ずか

しいと思うくらいに褒めてくださいました．

常に紳士で，穏やかな風見さんとお仕事

をご一緒させていただき，私はたくさんの

ことを学ばせていただきました．

体調を崩されて，病名が判明したのは今

年の 1月のことでしたが，前向きに病と闘

う姿勢に風見さんの強さを感じました．

風見さんが闘病中には，風見さん所有の

シャープニング器材をお借りし，代行とし

て歯科衛生士学校や歯科医院へセミナーに

出かけ，シャープニングの重要性，楽しさ

を伝えて参りました．

そのシャープニング器材はご家族の了解

を得て，形見としてこのまま私がお引き受

けすることとなりました．

風見さんに教えていただいたノウハウを

持って，今度は私が全国のスケーラーを鋭

いものにするための活動を始める決意を固

めました．

シャープニング社という形は形態を変え，

私が引き継いで参ります．

活動方針が決まり次第，皆様にご報告さ

せていただければと存じます．

今後ともご指導お鞭撻賜りますようよろ

しくお願い申し上げます．

落合真理子（歯科衛生士・ひかり歯科）

株式会社シャープニング　風見さんの訃報を受けて

日本ヘルスケア歯科学会でこれまで多くのセミナーを開催してくださった株式会社シャープ

ニング代表風見健一さんが平成 24年 6月 18日にご逝去されました．

一昨年から私はシャープニング社のイン

ストラクター養成コースを受講させていた

だいていました．

昨年までは風見さんと連絡を取ることや

お会いする機会がありました．

流暢な英語を交えての物腰の柔らかい話

し方をする風見さんはとても好感がもてま

した．

風見さんはフェリーで北海道に車でいら

した時には日課であるランニングや読みた

い本もたくさん積んでセミナーのない日に

読むと嬉しそうにおっしゃっていました．ラ

ンニングのおかげで風邪もインフルエンザ

も無縁なんですよとおっしゃっていたのは

昨日のことのようです．

昨年の 8月に身内が癌で亡くなり最終試

験を休んだ際，風見さんは「生活に変化が

あり大変だと思いますが変化をプラスにで

きると良いですね」とメール下さいました．

今思うとその頃の風見さんはそう思って前

向きに病気と戦っていたのだと思います．

シャープニングの意義を改めて思い知り

12 月からシャープニングを再開するとおっ

しゃっていたのに残念でなりません．

このような機会を与えて下さった風見さ

んに感謝を，そしてその意思をなんらかの

形で残していけたらと思います．ご冥福を

お祈りします．

生富真由美（歯科衛生士・さいとう歯科室）

私の風見さんとの出会いは，2011 年 1月

の育成基礎コースでした．東京に 3日間滞

在し，2日間の基礎コースの後，3日目に風

見さん宅にてシャープニングの個人レッス

ンを 4時間受けました．とても貴重な時間

を過ごすことができました．そして同年 9

月，大阪にて，育成コーススタッフ向けの

セミナーを受けました．褒めるところは照

れるぐらいオーバーに褒めてくださるし，ア

メリカンジョーク混じりのお話など，風見

さんと過ごす時間は，とても楽しく，いろ

いろな思い出ができました．また，シャー

プニングに関しては，再度見ていただきた

いので，個人レッスンのリベンジをします

と言っていたのですが，それが叶わなくな

りました．落合さんからのメールで風見さ

んの訃報を知った時は，とてもショックで，

しばらくは風見さんのことが頭から離れま

せんでした．もう，お会いできないことが，

本当に残念です．風見さんから教えていた

だいたことを，今後も生かしていき，後輩

などにも伝えていきたいです．

大久保夏子（歯科衛生士・おおくぼ歯科）
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20
10 1

13:00～ 14:30

診療所づくり奮闘記

担当：田中正大

今回はヘルスケア型診療を実践すべく奮闘している歯科医院のプレゼンテーションです．沼澤秀之さ
んは，お父様の経営する医療法人の分院長として，既存の歯科医院に勤め始めたところからヘルスケ
ア型に転換していく課程，滝沢江太郎さんは新規開業でゼロからシステムを構築実践していく課程，
齋藤 健さんはある程度診療してからシステムを転換していく課程と，三者三様なのですが，かたちは
違えども，それぞれ壁にぶつかりながらもあきらめず前進していく姿は，同じ志を持つ歯科医院にと
って大いに参考になることでしょう．

15:30～ 16:00

エックス線写真の撮影

担当：滝沢江太郎

みなさんこんにちは．突然ですが書籍や講演で他の医院のエックス線写真を見て「うわぁ，きれいだ
なぁ…」，「これってどうやって撮ってるんだろう…？」と思ったことはありませんか？　今年のヘル
スケアミーティングではメインテナンスを続けていって患者さんと長いおつきあいをしていくときに
は欠かすことができない，エックス線写真撮影についてどうすれば規格撮影できるのか？　というこ
とをセミナー委員会の活動から報告致します．乞うご期待！

口腔内写真って，すっごい情報量がたくさん詰まっています．
でも，その情報量を引き出すためには，少しばかりのコツが必要．
患者さんに受け入れられ，医院にとってもメリットがある撮影法．そんな口腔内写真の活用に関して，
皆さんと一緒に考えられるようなパートにしていきたいと思います．

16:00～ 16:30

口腔内写真の撮影

担当：渡辺　勝

17:30～ 19:00

交流会（全員参加）

担当：岡本昌樹

せっかく年に一回全国から会員が集るのに，何の交流もなしではもったいない
ということで，少し時間をいただいて会員の交流の場を設けました．
いろいろな地域の活動の紹介も予定していますので，お茶など飲みながらヘルスケアトークを楽しん
でいただければと思います．名刺交換の時間を設けますので，ぜひたくさんの名刺をお持ちください．

19:30～

懇親会（希望者）

担当：岡本昌樹

多くの会員の方のご要望により，今年も懇親会を行うことになりました．今回は，話題のブッフェレ
ストランでの開催です．おいしいお料理とお酒に，東京ドームシティの夜景で楽しい時間をお過ごし
ください．たくさんの方のご参加をお待ちしています．
会　場： 東京ドームホテル　スーパーダイニング「リラッサ」

http://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/rilassa.php

参加費： 6,000円
アクセス：秋葉原から JRで 2駅（駅前），車で 10分

1 日目

1 テーマ �「院内勉強会」
ヘルスケア型診療を行う為には学び続ける姿勢が必要不可欠です．そこで，今年は「院内研修」というテーマで実践
していることを発表し，学び，楽しみ，みんなで役立てていくことにしました．

�「自由テーマ」
症例発表，地域医療，マネージメント，等々本会の活動に添った内容でしたら，何でも結構です．

2 参加資格 当会正会員診療所及び個人単位（正会員，準会員）．1医院から複数出展可．
発表者は発表当日必ず出席ください．

3 発表方法 発表に際し，多くの方々が 1ヵ所に集中するため，聴衆の方々からよく聞こえない，内容が見えないので改善してほし
いとのアドバイスをいただきました．
今年は初めての試みとして，発表の要点をスライドで発表していただきます．
�既成衝立に画鋲（ピン）または両面テープで貼付
�スライドを作製（5枚以内）して，メイン会場にて口頭発表（発表 3分，質疑 1分）
�プログラム用事前抄録（400字程度）

4 サイズ ポスターのサイズは最大W900× H2100mm，最小で模造紙 1枚（W728× H1030mm）．
診療所名，発表者名はこのスペースに含みます．掲示はポスターのみとします，机の用意はありません．

5 表彰 昨年までの投票による 1位のみの表彰のほかに，さまざまな観点から表彰できるように，現在準備中です．
6 申し込み FAXまたはメールにて事務局まで
7 申し込み締切 8月 31日（金）

14:30～ 15:15／ 16:30～ 17:15

ポスター発表　　担当：セミナー委員会（岡本昌樹）
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「診療補助」とは，法律上は，診療のお手伝いのことではありません．歯科衛生士が歯科医療行為を行うことを言い
ます．たとえば，歯周病患者の歯肉縁下のインスツルメンテーションは，歯科医師がその歯科衛生士に相当の技倆・
能力があると判断して指示した場合に，初めて合法的に認められる行為なのです．
ちょっとこみ入った話になりますが，外部講師に今回の企画を説明した趣意書は以下のとおりです．

歯科衛生士は，現在ではその就業人数は歯科医師を超え，歯科界で最大多数の職種となっている．また，
就業している歯科衛生士の 50%は 35歳以上のベテランが占めている．歯科衛生士の数と質が急速に変化
した．歯科衛生士の業務についての見直しも，それにつれて大きく進んだと思われる．2004年厚労省が歯
科衛生士教育年限を 3年以上とし，2005年に日本歯科医師会が「歯科衛生士の業務と要請に関する検討臨
時委員会」を設置し，2006年日本歯科医師会会長から日本歯科医学会会長へ「歯科診療の補助行為に関す
る見解」が依頼された．この間に，歯科界に「絶対的歯科医行為」「相対的歯科医行為」という概念が紹介
されて普及することとなった．その中で，日本歯科医学会は「歯科衛生士業務に係わる検討会」を開催し，
臨床系の専門学会に意見を求めた．各学会から合計 400程の行為が具体的に提示されたことは歴史的なこ
とであった．歯科医行為についてのコンセンサスは，歯科医学医療の進歩と社会状況によって変わるもの
である．そして，行政や司法そして国民の判断・認識の変化につながるものと思われる．

歯科衛生士の歯科医行為
石井拓男（東京歯科大学副学長，東京歯科大学歯科衛生士学校校長，東京歯科大学教授社会歯科学）

診療補助と日本歯科衛生士会の認定歯科衛生士について
金澤紀子（日本歯科衛生士会会長）

日本歯周病学会認定歯科衛生士
特定非営利活動法人日本歯周病学会歯科衛生士関連委員会委員長　渋谷俊昭（朝日大学歯学部教授歯周病学分野）

日本ヘルスケア歯科学会の認定歯科衛生士について
河野正清ほか歯科衛生士育成コース担当歯科衛生士

2 日目

歯科衛生士の「歯科医療行為」は，歯科衛生士法（以下「法」）が歯科衛生士の業務として定める「診療補助」
（法第 2条）に法的根拠をもっています．歯科衛生士の診療補助は，医師の指示による看護師の診療補助と等し
く「主治の歯科医師の指示」（法第 13条の 2）の下に，幅広い相対的歯科医行為の範囲で可能です．どのような
能力，熟練をもって，どのようなときに，どのような相対的医行為を指示しうるか，その判断は主治の歯科医師
に委ねられていますが，その条件や範囲について，かならずしも専門家の間にコンセンサスがあるわけではあり
ません．
現在，様々な学会が，歯科衛生士の認定制度を発足させていますが，こうした認定歯科衛生士制度は，当該学会
が重きを置く診療補助業務を指示しうる歯科衛生士を認定するものと考えられます．地域住民の予防ケア，家族
ぐるみの健康維持を診療の基本に置き，チーム医療によってそのような診療システムを運営している私たちの場
合は，カリエスリスクコントロールの多くの部分，歯周病の基本治療の多くの部分，そして歯周治療につづくサ
ポーティブペリオドンタルセラピーにかかわる多くの部分を一定の能力をもち熟練した歯科衛生士に指示してい
ます．
平成 25年春，歯科衛生士試験の受験生全員が 3年制以上の歯科衛生士学校の卒業生になります．それに応じて
歯科衛生士には，一段と高い能力が要求されるようになります．この時期にあたって，歯科衛生士の「歯科医療
行為」について，立場の違いを超えて認識を深め，卒後臨床研修や認定の在り方について理解を深める機会をも
ちたいと考えました．



ヘルスケアミーティング 2012 参加申込み（会員専用）

フリガナ 会員番号:

ご氏名

フリガナ 会員番号:

ご氏名

勤務先・診療所名 参加申し込み人数

人

合計金額

円

住所　〒　　　　-

FAX番号 - -

電話番号 - -

参加を申し込みます（news15-4）

（必要項目ご記入，該当□欄に ✓ 印を記入ください）

□会員歯科医師 : 8,000円 □非会員歯科医師 : 10,000円
□会員その他 : 4,000円 □非会員その他 : 5,000円
□学生・研修医 : 4,000円 □懇親会 6,000円　□昼食 1,200円

□会員歯科医師 : 8,000円 □非会員歯科医師 : 10,000円
□会員その他 : 4,000円 □非会員その他 : 5,000円
□学生・研修医 : 4,000円 □懇親会 6,000円　□昼食 1,200円

参加申し込み Fax. 03-3260-4906

プログラム

メインテナンスケアと予防を診療のベースにおいた歯科医療を始めるためには，まず歯科医師一人の能力や技術で
歯科医療が成り立つという思い込みを捨てなければならない．そこに始まるのは，歯科衛生士，歯科技工士，受付は
もとより外注ラボ，ある場合は周辺の歯科医院・病院，専門性の高い医師や歯科医師，多職種との連携を含むチーム
医療である．その第一歩で曖昧にしてはいけないことがある．それは法律上の業務範囲の問題である．
今回のミーティングでは，歯科衛生士の診療補助業務に焦点を当てて，正しい認識をもつと同時に，よりよいチー
ム医療を可能にする環境整備のため，関連学会と連携を模索する．

9:35～ 9:45 趣旨説明 杉山精一
9:45～ 10:05 寸劇で考える・診療補助 斉藤仁ほか

10:05～ 10:50 基調講演　歯科衛生士の歯科医行為
石井拓男（東京歯科大学副学長，社会歯科学教授）

10:50～ 11:10 質疑 司会：斉藤仁
11:30～ 12:00 実態報告 1 会員診療所の調査から分かった「診療補助業務」
昼食休憩

13:10～ 13:40 実態報告 2 私たちの日常の仕事
長い経過の患者さんの診療をめぐって（歯科衛生士）

13:40～ 14:00 診療補助と日本歯科衛生士会の認定歯科衛生士について
金澤紀子（日本歯科衛生士会会長）

14:00～ 14:20 日本歯周病学会の認定歯科衛生士について
渋谷俊昭（日本歯周病学会歯科衛生士関連委員会委員長

朝日大学教授）
14:40～ 15:40 日本ヘルスケア歯科学会の認定歯科衛生士について

河野正清ほか歯科衛生士育成コース担当歯科衛生士
15:40～ 16:30 ディスカッション

金澤紀子，渋谷俊昭，河野正清，田村恵　座長：斉藤仁

10 月 20 日

10:30～ 12:00 オピニオンメンバー会議
13:00～ 14:30 診療所づくり　奮闘記

プレゼンター：
沼澤デンタルクリニック（小金井市・代表沼澤秀之）
たきさわ歯科クリニック（青森市・代表滝沢江太郎）
さいとう歯科（市川市・代表齋藤健）
座長：藤木省三，田中正大

14:30～ 15:15 ポスター発表（1）（今回から 5分間プレゼン付き）
座長：川嶋剛，林浩司
テーマ

1）「院内勉強会」
2）「自由テーマ」

15:30～ 16:00 エックス線写真の撮影 滝沢江太郎ほか
16:00～ 16:30 口腔内写真の撮影
16:30～ 17:15 ポスター発表（2）

座長：川嶋剛，林浩司
17:30～ 19:00 診療所交流会（全員参加・同じ会場）

10 月 21 日

参加費

会　員 非会員

歯科医師 8,000 円 10,000 円
その他 4,000 円 5,000 円
学生・院生・研修医 4,000 円
懇親会 6,000 円
21 日昼食 1,200 円

お申し込み・お問い合せ…
下記申込み欄にご記入後，事務局まで FAXまたは郵便にてお送りください．

〒 112-0014 東京都文京区関口 1-45-15-104 一般社団法人日本ヘルスケア歯科学会事務局
FAX : 03-3260-4906 TEL : 03-5227-3716 ホームページからもお申し込みいただけます．http://www.healthcare.gr.jp/

お知らせ・ご注意
・ 21日の昼食（弁当）を希望される方は，10 月 12 日までにお申し込みください．
・申込書を送信後 1週間を過ぎても計算書と払込用紙が届かない場合は，ご連絡く
ださい．

・事前にキャンセルされた場合は，手数料を差し引いた参加費を返金します．但し，
9月 28日以降のキャンセルは，ご返金できませんので，ご了承ください．

2012 年 10 月 20 日（土）・21 日（日）

秋葉原コンベンションホール 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 2F http://www.akibahall.jp/index.html


